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要　旨
本稿は、中央銀行の財務報告を、国民とりわけ市場参加者に対する情報提

供手段の1つとして捉える。そのうえで、物価の安定および金融システムの安
定という公的な使命を主に資産の売買を通じて達成するという中央銀行の特
徴、および、主要中央銀行の財務報告の実際に照らし、中央銀行の財務報告
や会計処理のあり方を考えるための論点整理を試みるものである。
具体的には、中央銀行の財務報告の目的・意義について、従来から重要視

されている公的資源の適切な管理・運用に関する評価という視点に加え、国
民、特に市場参加者に対して、政策の事後的検証および将来の遂行可能な範
囲の予見に資する情報を提供するという視点が重要であることを述べる。そ
のうえで、こうした視点からは、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算
書および予算・決算書の作成が有用であることを指摘する。最後に、個別の
会計処理のケース・スタディとして、金融調節の結果あるいはその遂行のた
めに保有する有価証券の評価方法について検討する。
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本稿は2005年3月2日に日本銀行金融研究所が開催したワークショップ「中央銀行の財務報告のあり方」
における報告論文として、金融研究所の古市峰子・森毅が共同で作成したものである。参考資料は、
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属する。なお、公表に当たり、若干の加筆・修正を行った。
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公的部門に対する業務・組織運営の適正化・効率化や政策運営のアカウンタビ

リティ向上といった要請は、近年、世界的に一段と高まっている。中央銀行につ

いては、一定の独立性が与えられていることが多いが、その場合にも民主主義の

枠組みの中で独立性が与えられている以上、国民に対して、自らの行動について

十分な説明を行うことが求められると考えられている1。こうした要請に応える

手段としてはさまざまなものが考えられるが、財務報告もその1つとして捉えるこ

とができよう。特に、中央銀行については、2節で詳述するように、その主要な機

能である金融政策の運営が、中央銀行のバランス・シート操作（保有資産・負債

の増減）によって行われるという特徴がある。したがって、金融政策の市場への望

ましいインパクトを念頭に置いた場合に、中央銀行のバランス・シート操作に関す

る理念や実際の行為についての情報を国民、とりわけ市場参加者に対して提供す

ることが重要と考えられる。そうした情報を財務報告を通じて提供することが可

能か、あるいは適当かという観点から、中央銀行の財務報告や会計処理のあり方

を検討することは有益であろう。

本稿は、こうした問題意識から、中央銀行の財務報告および会計処理のあり方

を考えるうえでの視点を整理・検討することを目的とするものである。より具体

的には、①中央銀行の財務報告に求められるものは何か（財務報告の目的・意義）、

②そうした財務報告の目的・意義を達成するうえで有用な情報は何か、③それら

の情報は、中央銀行の財務報告においてどのようなかたちで提供され得るか、あ

るいは提供されるのが望ましいか、④以上の考え方を前提とすると、中央銀行の

個別の会計処理方法としてはどのような結論が導かれ得るかという点について、

整理・検討する。

こうした整理・検討を行うに当たって、おのおのの国の公会計や企業会計の考

え方、あるいは国際会計基準を参考にすることは重要かつ有益であろう。もっと

も、本稿では、一定の公会計基準あるいは企業会計基準の中央銀行への適用可能

性や、それらと中央銀行が採用すべき会計基準との異同を検討するアプローチは、

基本的に採らない。というのは、中央銀行は、2節でみるように、公的使命を主に

資産の売買という私的な手段を通じて達成するとの性格から、その会計基準は公

会計および企業会計の両方の側面を併せ持つ必要があると考えられ、公会計と企

業会計のいずれかに割り切るのは難しいと考えられるからである。

また、財務報告の目的・意義に関する基本的な考え方をみると、今日における

国際的な大きな流れとして、企業会計および公会計は、いずれも①出捐された経

済的資源の管理・運用に関する経営者責任の履行状況を明らかにすること（業績

評価指標の提供）、②財務報告利用者の合理的意思決定に有用な情報を提供するこ
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１．はじめに

1 例えば山口［2002］、日本銀行金融研究所［2004］p. 14、Hetzel［1997］p. 59、Meyer［2000］pp. 7～8を参照。



と（意思決定に有用な情報の提供）という2つの観点から捉えている点で、大枠に

おいて共通していると考えられる2。それにもかかわらず、公会計と企業会計は依

然として区別されて論じられている。それは、それぞれが対象とする報告主体の使

命・役割や業務が相違するために、財務報告利用者が報告主体の業務の成果を評価

し、それに基づいて意思決定を行ううえで有用とされる情報の具体的内容が両者で

異なると考えられるからである。この点は、企業会計の典型的な適用対象とされる

株式会社と公会計の典型的な適用対象とされる政府機関のケースを比較すれば、明

らかであろう。とすれば、中央銀行の財務報告や会計処理のあり方を検討するに当

たっても、その国における中央銀行の使命・役割や業務の特徴に着目し、それに適

う財務報告や会計処理のあり方を考えていく必要があると考えられる。

本稿の構成は、以下のとおりである。まず2節で、中央銀行の財務報告の目的・

意義について検討する前提として、中央銀行の使命・役割および業務の特徴につい

て概観する。そのうえで3節として、中央銀行の財務報告の目的・意義や、その目

的・意義を達成するために有用と考えられる情報の内容について検討する。次いで

4節では、そうした情報の具体的な提供方法（財務諸表体系）をみていく。さらに5

節として、以上の考え方を前提とすると、中央銀行の個別の会計処理方法について、

有価証券を題材に検討を加える。保有資産に占める有価証券の割合が高い中央銀行

が多くみられるため、有価証券の会計処理方法が中央銀行の財務報告に与える影響

が大きいと考えられるからである。最後に、6節で本稿を締め括る。また、補論と

して、中央銀行のバランス・シートにおける負債および資本勘定の特徴について簡

単に概観する。論文の末尾に参考資料として、主要中央銀行の経理制度の概要と簡

単な比較表を掲げる。

中央銀行の使命・役割と業務は、各国で必ずしも一様でなく、それらの特徴点に

ついても、さまざまな視点から捉えることが可能と思われる。本稿では、その中で

も特に、①一般の民間営利企業、非営利法人および政府機関のいずれとも異なる中

央銀行独自の特徴点は何か、および②財務報告のあり方に影響を与える可能性のあ

る特徴点は何かという2つの視点からみていくこととしたい。

こうした2つの視点から、各国の中央銀行の使命・役割と業務の特徴についてみ

た場合、大まかには以下のような共通点を指摘できる。

第1に、中央銀行は、物価の安定および金融システムの安定という公的使命を、

主に資産の売買という私的な手段を通じて達成する。すなわち、例えば物価の安定
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2 例えば、FASB［1978］、IASC［1989］、GASB［1987］、FASAB［1993］、日本公認会計士協会［2002, 2003］、
財政制度等審議会［2003］、企業会計基準委員会［2004］等。

２．中央銀行の使命・役割と業務の特徴



という使命を遂行するための政策（以下「金融政策」という）は、通貨・金融の調

節（以下「金融調節」という）を通じて行われる。この金融調節は、中央銀行の最

高意思決定機関（日本銀行でいえば政策委員会）が決定する基本方針（市場金利の

誘導目標や資金供給態度等およびオペレーション対象資産の種類・条件等）に従い、

手形や債券を売買すること等（いわゆる公開市場操作）によって、市場の資金を吸

収・供給することで行われる。また、金融システムの安定という使命を遂行するた

めの政策も、例えば金融機関が何らかの事情により一時的な流動性不足に陥った場

合に行う資金供給は、日本の場合、対象金融機関への貸出により行われる3。

第2に、中央銀行の場合、上述のような資産の売買等は、銀行券の発行権を裏づ

けとして、銀行券ないし中央銀行当座預金の供給を見合いとすることで行われる。

すなわち、中央銀行には、通常、法規定に基づいて銀行券の発行が認められており、

かかる銀行券には、法貨として無制限に通用する効力（強制通用力）が認められて

いる4。中央銀行は、こうした権限に基づき無利子の負債を発行し、それと引き換

えに金融資産を取得することで、上述のような金融調節等を行っている。さらに、

中央銀行の主な運営資金は、こうした無利子の負債の発行と引き換えに保有する金

融資産から生じる利子収入等5（以下「通貨発行益」という）によって賄われてい

る。

以上のような中央銀行の特徴を踏まえると、その財務報告の主な目的・意義は、

次のように考えられよう。

第1に、「公的な使命を主に資産の売買を通じて達成する」という特徴から、国民、

特に市場参加者に対して、「中央銀行の政策の事後的検証および将来遂行可能な範

囲の予見を行ううえで有用な情報を提供すること」が考えられる。

第2に、「銀行券の発行権を裏づけにしていること」という特徴から、国民に対し

て、「保有資産や通貨発行益の適切な管理・運用がなされているかを評価するうえ
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3 以上のような中央銀行における政策・業務につきわかりやすく説明したものとして、主に日本銀行の場合
についてであるが、例えば、塩野［2001］、須田［2002］、日本銀行企画室［2004b］、日本銀行金融研究所
［2004］等を参照。
4 例えば、日本銀行法46条参照。なお、中央銀行が物価安定のための金融政策や金融システム安定のための
最後の貸し手という役割を担っているのは、中央銀行が支払完了性のある銀行券を（独占的に）供給して
いることに由来するとされている（日本銀行金融研究所［2004］p. 10参照）。
5 金融制度調査会［1997］における定義。より具体的には、①銀行券の発行に見合う金融資産から得られる
運用益を通貨発行益と捉える考え方、②銀行券のほか中央銀行当座預金債務も中央銀行の発行する通貨と
みることができるとして、これらに見合う金融資産から得られる運用益を通貨発行益と捉える考え方、③
これらの運用益から、銀行券の製造・流通に関する費用や中央銀行当座預金債務の発生・管理に関する費
用を差し引いたものを通貨発行益と捉える考え方等があるとされている（中央銀行と通貨発行を巡る法制
度についての研究会［2004］p. 46）。
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で有用な情報を提供すること」が考えられる。

以下、本論では、それぞれの論点について、必要に応じて主要中央銀行の財務報

告等に言及しながら、やや詳細にみていくこととする。言及されている主要中央銀

行の実際の財務報告およびその前提となる経理制度の詳細については、本稿に添付

した参考資料「主要中央銀行の経理制度の概要」を参照されたい。

（1）政策の事後的検証および将来遂行可能な範囲の予見に資する情報の
提供

「公的な使命を主に資産の売買を通じて達成する」という特徴から、中央銀行の

現時点での財務状態は、過去における政策の結果が集約されている6と同時に、そ

の延長線上で予測される将来の遂行可能な政策の範囲を示していると考えられる。

具体的にみると、金融政策の遂行過程で市場への資金供給のために国債の買切り

形式のオペレーションを実施した場合には、中央銀行の保有資産のうち、国債が増

加する。それとともに、中央銀行が保有するオペレーション対象先の当座預金に当

該国債の買入代金が入金され、当座預金残高（中央銀行にとっては負債）が増加す

る。逆に、市場からの資金吸収を目的として国債の売切り形式のオペレーションを

実施した場合には、中央銀行の保有資産のうち国債残高が減少するとともに、中央

銀行の負債のうち、当座預金残高が国債の売却代金分だけ減少することになる。ま

た、金融システムの安定性確保に資する政策として、一時的な資金不足に陥った金

融機関に対して貸付が実施された場合には、中央銀行の保有資産のうち、貸出金が

増加するとともに、保有負債のうち、当該金融機関の当座預金残高が増加する。

このほか、中央銀行のバランス・シートは、①銀行等との当座預金取引や②政府

との取引によっても変動する。①としては、当座預金取引の取引先金融機関の顧客

（企業や個人等）が、当該金融機関において、預金の引出しや預入れを行った場合

等になされる銀行券の受払いや国庫金の受払い等を反映して、中央銀行の発行銀行

券勘定、当座預金勘定、政府預金勘定が増減する。②としては、例えば日本銀行で

は、政府預金の取扱い、政府短期証券（FB）の引受けと償還、国債整理基金およ

び財政融資資金との取引、保有国債借換えのための引受け等があり、こうした取引

によって、国債勘定や政府預金勘定等の増減が生じる7。

このように、中央銀行のバランス・シートは、金融環境の変化や政府の資金繰り

を反映すると同時に、金融政策そのものが、中央銀行が意図的に保有資産・負債を

増減させることを通じて行われることを反映しており、それゆえに中央銀行が将来
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6 例えば、日本銀行企画室［2004b］では、「日本銀行のバランス・シートには、日本銀行の政策や業務の結
果が集約的に反映される。このため、日本銀行のバランス・シートの変動を理解することは、日本銀行の
行うさまざまな政策や業務を理解するうえでも有用である」（p. 73）と述べられている。
7 以上の点を含め、日本銀行の金融調節、当座預金取引、政府との取引の内容およびそれらによる財務状態
への影響の詳細については、日本銀行金融研究所［2004］、日本銀行企画室［2004a, b］等を参照。



遂行することができる政策を判断する材料を提供することになるという特殊性を有

している。

中央銀行の政策に関する透明性の向上は、特に最近では、中央銀行の独立性に

伴うアカウンタビリティという観点からのみならず、金融政策の有効性を向上さ

せるうえでも重要との認識が高まっている。例えば、Poole［2003］は、透明性を

「市場参加者が金融政策について可能な限り完全な見方を形成するうえで必要なあ

らゆる情報を含んだ、正確な情報を正確に伝えること」と定義したうえで、「中央

銀行の透明性は、市場参加者が中央銀行の行動について的確な期待を形成させるた

めに必要である」としている8。また、山口［2002］は、金融政策が効果を発揮す

るうえで資産価格の果たす役割は一段と重要性を増しているとしたうえで、①そう

した資産価格の大きな特性は将来の予想によって価格が変動することであること、

②中央銀行は資産価格を操作（manipulate）することはできないが、中央銀行の発

信する情報が資産価格の変動要因の1つになるということを考えると、透明性の向

上を図り、中央銀行の政策意図が正確に伝わるようにすることは極めて重要である

としている9。

このように、中央銀行にとって、政策に関する透明性を向上させることが重要と

されている。一方で、中央銀行の財務状態には、その金融政策の結果や将来的な遂

行可能性が反映されていると考えられる。これらの点を踏まえると、中央銀行につ

いては、国民、特に市場参加者に対して、過去の政策にかかる事後的な検証や将来

の政策が採り得る範囲についての予見を可能とするような情報を提供することが、

財務報告の目的・意義の1つとして捉えられる。

むろん、1節の冒頭でも触れたとおり、公的主体の業務・組織運営の適正化・効

率化、政策運営のアカウンタビリティや透明性の向上を図るための手段としてはさ

まざまなものが考えられ、財務報告はそうした手段の1つにすぎず、それのみによっ

てすべての情報を提供し得るわけではないことは、いうまでもない。実際、各国の

中央銀行は、財務報告のほかにさまざまな手段を利用して、政策・業務に関するア

カウンタビリティや透明性の向上に努めている。

本稿は、これらの点を念頭に置いて、公的使命を達成するための政策の妥当性の

事後的検証や将来遂行可能な範囲の予見可能性を高め、政策・業務に関するアカウ
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8 もっとも、Poole［2003］は、将来の金融政策そのものについては、予測し得ない情報に依存するため不確
実性を排除することができないことから、中央銀行が最小限行うべきコミュニケーションの課題は、中央
銀行が何をしているかをより詳細かつ正確に説明していくことであり、これは結局、新たな情報が政策行
動にどのようにフィードバックされるかを説明することであるとしている。なお、中央銀行の政策にかか
る透明性確保の必要性については、このほか、例えば山口［2002］、IMF［2000］、Blinder［2004］、Poole

［2004］等を参照。
9 同趣旨のものとして、Poole［2004］参照。なお、山口［2002］では、こうした金融政策の透明性向上の側
面には、①中央銀行が「金融政策の目標として何を目指しているのか」、②中央銀行が「金融経済の現状
と先行きに関してどのような情勢判断をしているのか」、③こうした目標と情勢判断を踏まえて、中央銀
行が「どのような政策対応をとるのか」という点があるとされている。



ンタビリティや透明性の向上等に資する情報の提供方法の1つとして中央銀行の財

務報告を位置づけようとするものである。こうした観点からは、中央銀行の財務報

告において、以下のような情報提供が求められると考えられる。

イ．金融調節の自由度（実行可能性）に関する情報

中央銀行の金融政策は、主として保有資産の操作（バランス・シート操作）によっ

て行われる。この点を踏まえると、中央銀行の政策に関する事後的検証および将来

遂行可能な範囲の予見を行うに当たっては、第1に、過去の政策遂行の結果として

現在保有する資産を基に、今後、金融政策（金融調節）を支障なく行えるかどうか

（どの程度の自由度があるのか）という点が問題（重要）となろう。そのためには、

例えば、①保有資産の健全性や財務基盤の頑強性がどの程度必要か、②保有資産の

流動性は十分であるか、③保有資産は中立的かといった点に関する情報が有用と考

えられる。以下、それぞれについて、やや詳しくみていく。

（イ）保有資産の健全性および財務基盤の頑強性に関する情報

中央銀行が金融調節を支障なく行ううえでは、保有資産が健全であること（すな

わち信用リスクが小さいこと）、および財務基盤が頑強であることが必要かどうか

というのは重要な論点である。保有資産の健全性および財務基盤の頑強性を重視す

る立場からは、中央銀行は、公的使命を達成するために、あるいは行政機能の肩代

わりとして行う準財政的活動（quasi-fiscal activities）のために、債務超過あるいは

支払不能に陥ることは十分に考えられるため、問題となるとの指摘がある10。準財

政的活動について、例えばRobinson and Stella［1993］では、「本来は政府が行うべ

き業務を中央銀行が肩代わりして行う業務をいう」とされており、大まかにみて金

融政策の目的遂行のために行われると考えられる伝統的な中央銀行業務（「純粋な

金融活動（purely monetary activities）」）と区別して論じられている。このような準

財政的活動には、①政府・民間部門の外貨調達や為替変動リスクの補助金的な肩代

わり、②金融危機の処理費用の部分的な負担、③中央銀行保有の国債に対する利払

いの免除、④特定の産業分野や政府への補助金的な低利融資等が含まれるとされて
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10  例えば植田［2003］は、中央銀行が債務超過に陥る典型例として、①金融危機処理費用の一部を中央銀
行が負担したこと、②自国通貨高により外貨準備に評価損が発生したり、為替取引に関する産業政策に
中央銀行が協力させられる過程で外貨建債務を増やした後、自国通貨安に見舞われたこと、③中央銀行
保有の国債に政府が利払いを実施しなかったことが考えられるとしている。さらに、翁［1999a］p. 141
は、旧日本銀行法の付則にあった政府の損失補填条項が現行法では削除されたことを指摘し、「現行日本
銀行法のもとで、日本銀行は政府から財務的に独立しており、金融政策による国債買いオペは政策委員
会の主体的判断によってなされるから、結果として収益は国庫に納付するものの、損失は日本銀行の自
己責任で処理される必要がある」としている。加えて翁［1999b］p. 263は、現にフィリピン中央銀行
（Central Bank of Philippines）は1993年に為替差損などによる財務状況の悪化から業務運営が困難となったた
めに新たな中央銀行（Bangko Sentral ng Philipinas）が設立された例に触れつつ、政府と中央銀行を統合し
て考える「統合政府」の仮定が、分析目的によっては妥当しない場合があることを指摘している。



いる11。さらに、同論文によれば、中央銀行の金融活動自体についても、（i）民間企

業により代替可能な銀行業務と、（ii）明らかに金融政策に関連する業務の2つに区

分可能とされている。もっとも、同論文自身も認めているように、金融活動と準財

政的活動（さらには、金融活動における（i）と（ii）の業務）を明確に区分すること

は容易でないことが多い。その例として、中央銀行による手形の再割引が挙げられ

ており、こうした業務は、通常は金融活動と考えられるが、支援的な金利で行われ

ている場合には、準財政的活動の要素があるといえるとされている。

中央銀行の保有資産の健全性および財務基盤の頑強性を重視する立場では、中央

銀行が債務超過あるいは支払不能に陥った場合、中央銀行については企業と同様の

意味で債務超過を問題視することは適当でないとしても、中央銀行の財務基盤が脆

弱であると政策遂行能力を著しく阻害することになりかねないと考える12。例えば

植田［2003］は、中央銀行が「債務超過を自らのオペレーションで克服しようとす

れば、多額の通貨発行益を稼ぐ必要があり、その為には高率の貨幣供給、インフレー

ションが必要になる。あるいは、債務超過を埋めるための財政措置が議論されたり、

発動される場合には、その規模、タイミング、是非等について財政当局等の裁量権

や介入余地が強まり、物価安定とは必ずしも整合的でない政策目標が中央銀行行動

を縛る可能性がある」とする。この点に関し、植田［2003］では、ベネズエラ中央

銀行、ジャマイカ銀行、旧フィリピン中央銀行等の過去のケースが紹介されている13。

加えて、中央銀行の財務内容が脆弱であるという認識が浸透すれば、中央銀行とし

ての信認あるいは権威が損なわれ、政策手段として道徳的勧告（moral suasion）を

行うことが困難になるとの見方もある14。

これに対して、中央銀行については、①債務超過であっても銀行券を発行するこ
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11  準財政的活動の具体的内容については、Robinson and Stella［1993］のほか、例えばMackenzie and Stella

［1996］を参照。
12  例えば、福井［2003］、日本銀行企画室［2004b］、Pringle［2003a, b］、Stella［1997, 2002］、Bindseil,

Manzanares and Weller［2004］等。また、植田［2003］は、中央銀行の脆弱なバランス・シートが高水準
のインフレにつながったとされる各国の経験を振り返り、「中央銀行にとって、健全なバランス・シート
を保つことは、一般論としては、その責務を全うするための必要条件でも十分条件でもないが、必要条
件に近いような状況もしばしば存在したというような評価ができようか」との見方を示している。

13  これに対して、チリ中央銀行のケースのように、中央銀行の債務超過が高水準のインフレにつながらな
かったケースもあるとされている。もっとも、Stella［2002］pp. 9～10によれば、このチリのケースは、
金融・財政政策を一体としてみれば過度の拡張的な政策運営になっていなかったことに加え、潤沢な外
貨準備が海外投資家からの通貨に対する信認の低下を防いでいたという極めて特殊なものであり、中央
銀行の財務の脆弱性が金融政策の質の低下につながるという一般的な法則の重大な例外であると解され
ている。
このような点を踏まえ、中央銀行において債務超過とは、インフレの加速あるいは経済成長の抑制に

よってしか債務の元利返済が続けられなくなった場合と定義するのが妥当との見方がある（例えばVaez-

Zadeh［1991］参照）。もっとも、こうした考え方によれば、逆に、会計上の損失が発生していない場合
であっても、中央銀行のバランス・シートに問題がないとはいえない場合もあり得るということにもな
る（鎮目［2001］p. 245参照）。

14  例えば、Vaez-Zadeh［1991］p. 76参照。



とは可能であること15、②仮に中央銀行が債務超過に陥ることにより、その政策遂

行に支障を来すおそれがある場合には、政府が財政支援を行うであろうこと等から、

中央銀行のみが破綻することは考え難く、その資産の健全性や財務基盤の頑強性は

問題とならないとの見方がある16。また、物価の安定という政策目的を遂行するた

めには、中央銀行のバランス・シートだけを取り出しても意味がなく、政府と中央

銀行のバランス・シートは財政的に一体のものとして捉える必要があるとの見方も

ある。例えば、渡辺・岩村［2004］は、貨幣の信用度とは、強力な親会社の傘下に

ある子会社の発行する社債の信用のようなもので、子会社（中央銀行）の財務だけ

で判断できない。子会社がいくら業績を上げても親会社が吸い上げると人々が判断

すれば、社債の信用度に反映しないし、反対に子会社が巨額の損失を計上しても、

親会社（政府）の支援を人々が予想すれば、そうした損失がただちに子会社の社債

の信用度下落につながるわけではない。その意味で、政府と中央銀行の財務的な関

係というのは、両者を連結して評価するのでなければ判断できないとしている。

本稿では、この問題についてはこれ以上深く立ち入らないが、上記の2つの見方

を踏まえると、中央銀行にとって資産の健全性あるいは財務基盤の頑強さが重要で

あるかどうかは、少なくとも、国ごとにおける中央銀行と政府との関係、政府の財

政状況によって大きく異なり得ると考えられる17。

例えば、①政府との合意等に基づき、中央銀行の政策遂行に伴うリスクが最終的

には政府に転嫁されることが前提にできる場合と、②中央銀行の政策運営に伴うリ

スクを中央銀行自身で吸収することが前提とされている場合とでは、中央銀行の金

融政策運営能力に対する信認を確保する前提条件としての資産の健全性や財務基盤

の頑強性の重要性が全く異なってくると考えられる。同様に、仮に中央銀行におけ

る資産の健全性あるいは財務基盤の頑強さが重要である場合にも、例えば、どの

程度の自己資本が健全性の観点から十分といえるかは、どのようなリスクのある資
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15  ただし、銀行券は、上述のように法律上、強制通用力が付与されていることから、通貨としての汎用性
あるいは一般的受容性を有するといわれているが、かかる強制通用力は、銀行券以外のもので決済する
旨の当事者間の合意を排除するものではなく、多くの取引経済主体により受諾されることが前提となる
点は留意を要する。つまり、一方の当事者があらかじめ銀行券での決済を拒絶している場合でも、現金
決済による取引を強制する効力までを含むわけではない。特に、ハイパーインフレーション（受取りか
ら次の交換〈支払い〉までの銀行券の価値が保証されない状態）、革命動乱のような非常時（強制通用力
を支える法への信頼自体が揺らいでいる状態）のような銀行券への信認が低下する状況下では、いかに
法律が銀行券の強制通用力を保証していても、金、塩、米、煙草等の商品貨幣や外貨によって代替され、
銀行券の通用力が著しく低下する場合もあり得る（以上の点につき、例えば古市［1995］pp. 110～111、
中央銀行と通貨発行を巡る法制度についての研究会［2004］pp. 53～57等を参照）。その場合でも、中央
銀行が銀行券を追加発行し続けることができるかは疑問であろう。

16 例えば、岩田［2000］。また、メルツァー［1999］は、「私は、日本銀行の債務返済能力を損なうような
事態が発生した場合に政府がこれを補填して日本銀行を支える保証について、何らかの疑念があると信
じる理由はないと考える。これまで中央銀行が債務不履行に陥ったことはないし、責任ある政府がこう
した事態の発生を許すことはないと考える。中央銀行の破綻（failure）とは一体どのようなことを意味す
るのかが私にはよくわからない」（p. 258）との見方を示している。

17 この点につき、例えば植田［2003］参照。



産18をどの程度保有し、そのリスク分担について政府との間でどのような了解があ

るか、政府と中央銀行の収益・損失分担ルールが明確に規定されているかどうか19に

よっても異なり、一概にはいえない。

この点、例えば、グッドハート［1995］では、①のようなタイプの中央銀行をニュー

ジーランド・モデル、②のようなタイプの中央銀行をドイツ・モデルと呼び、中央

銀行には、こうした2つのモデルがあり得るとしている。むろん、実際の中央銀行

の多くは、①と②のいずれかというよりも、両者の間のさまざまな点に位置づけら

れるものと考えられる。例えば、後述のカナダ銀行はむしろ①の典型例に近いと考

えられるが、グッドハートが①の代表として挙げたニュージーランドでは、資本金

を有していないが、一定の範囲で剰余金の内部留保は認められている20。

ただし、現実の中央銀行の中で①に属するものが多数派とはいえそうにない。ま

た、前述のような過去の事例を踏まえると、少なくとも上記②に分類されるタイプ

の中央銀行については、自主的・自律的に金融政策を遂行する（金融政策を支障な

く遂行する）うえで、程度の差はあっても中央銀行単体での財務基盤の頑強さが依

然として重要であるとの見方が可能であろう。以下では、このような見方を前提と

して議論を進めることとする。

さて、こうした資産の健全性あるいは財務基盤の頑強性に関する情報としては、

例えば、損失発生のリスクに関する情報や、こうした損失が発生した際のバッファー

（自己資本）は十分にあるかどうかに関する情報が考えられる。もっとも、バッ

ファーとしてどの程度の自己資本があれば十分といえるか（そもそも必要なのか）

については、前述のとおり、中央銀行の財務基盤に関する政府との関係の制度的枠

組みや保有資産の内容などによっても結論が大いに異なり得るものであり、各国共

通に適用可能な水準を設定することは困難と考えられる21。

（ロ）保有資産の流動性に関する情報

中央銀行が金融調節を支障なく（機動的に）遂行するためには、第2に、保有資

産の流動性（売却や償還による換金可能性の容易さ）22に配慮することが重要であ

るとの見方がある。すなわち、中央銀行が金融調節を行っていくに当たっては、負
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18  例えば、中央銀行が国債を保有している場合、市場金利の上昇に伴い、国債の価格が下落して売却損が
生じる可能性がある。また、株式を保有する場合には、発行企業の信用力の低下等に伴い株価が下落し、
売却損が生じる可能性がある。さらに、為替介入のための外貨資産等を保有している場合には、こうし
た価格変動等に伴う損失以外にも、為替変動に伴う損失が生じる可能性がある。

19  例えば、米国の連邦準備銀行については、当期剰余金から、配当金（おのおのの払込済資本金の6%）と
準備金（払込済資本金と同額まで積立て）を控除した額が国庫納付されるというように、機械的な収
益・損失分担ルールが定められている。

20  また、ニュージーランド準備銀行は、2004年7月、為替介入に関する同行の権限拡大に伴い、政府から10
億ニュージーランド・ドルの資金供給を受けている。

21  この点につき、例えば植田［2003］参照。
22  資産の流動性という場合、①個々の資産の流動性という意味と、②ポートフォリオ全体としての流動性
という意味の2つがあるが、本稿では、両者を含む概念として用いている。



債の伸縮に合わせて資産を伸縮させることが必要となるが、資産の流動性が低下し

たもとで、負債によって中央銀行のバランス・シートをどこまで機動的かつ円滑に

調整可能かは不透明さが残ると考えられている23。こうした観点からは、例えば、

保有資産につき償還期限のバランスを留意し、全体として残存期間が長期化しない

ようにしたり、必要なときにはいつでも容易に売却可能な資産であるように配慮す

ることが必要とされている24。

このように、中央銀行が金融調節を支障なく行っていくうえで保有資産の流動性

が重要であるとすれば、中央銀行が金融政策を遂行するうえで必要な機動的金融調

節を実行できるとの信認を市場から獲得するためには、その財務報告においては、

そうした流動性に関する情報を市場参加者に対して説得的なかたちで提供すること

が求められよう。

（ハ）保有資産の民間の経済活動に対する中立性に関する情報

中央銀行が金融調節を支障なく遂行するうえでは、第3に、自らの資産保有が当

該資産市場の価格形成に過度の影響を与えないように努めること（保有資産の中立

性）が重要であるとの見方がある。すなわち、仮に中央銀行が特定の金融資産につ

いて、その市場規模と対比して過大に保有すると市場の価格形成に過度の影響を及

ぼし、資源配分の中立性を阻害することになりかねないことから、中央銀行の保有

資産には中立性の確保が要請されると考えられている25。

仮に、中央銀行が金融調節を行っていくうえでは、金融資産の相対価格に与える

歪みを最小限のものにするという意味で保有資産の中立性が重要であるとすれば、

中央銀行の財務報告においては、そうした中立性に関する情報の提供も求められる

と考えられよう。

ロ．金融システムの安定性確保に資する政策の自由度に関する情報

中央銀行の政策を事後的に検証したり、将来遂行可能な政策の範囲を予見するう

えでは、多くの中央銀行に与えられているもう1つの公的使命である金融システム
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23  例えば、日本銀行企画室［2004b］pp. 89～90参照。また、米国の連邦準備制度においても、金融調節に
おけるバランス・シート運営の基本原則の1つとして、「保有資産（ポートフォリオ）の流動性を維持す
ること」が挙げられている（FRS［2002］p.1-1参照）。

24  日本銀行企画室［2004b］p. 90参照。
25  日本銀行企画室［2004b］p. 90参照。また、例えば山口［2001a］では、株式や社債を金融調節（オペレー
ション）の対象とすることの是非に関連して、中央銀行が株式や社債を購入する場合、どの企業の株式
や社債を購入するかを決定しなければならないが、中央銀行が民間の銀行に比べてそうした個別企業の
判断に優れているわけではないことを考えると、中央銀行のオペレーションは資源配分に対して極力中
立的であるほうが望ましいとの判断が生まれてくるとの見解が示されている。また、米国の連邦準備制
度においても、金融調節におけるバランス・シート運営の基本原則の1つとして、「オペレーションが資
源配分（credit allocation）や金融資産の相対価格に与える歪みを最小限のものにすること」が挙げられて
いる（FRS［2002］p.1-1参照）。
なお、このように、中央銀行が金融調節を行ううえでは保有資産の中立性が重要であるとしても、中

央銀行が準財政的活動を遂行するうえでは、このような中立性が確保されない場合もあり得よう。



の安定性確保に資する政策についても検討する必要がある。具体的には、前述のよ

うに一時的な資金不足が生じた金融機関に対する貸付や、信用秩序の維持のために

行う貸付のほか、ブリッジ・ローンの債務保証26、やや特殊なものとしては金融機

関による保有株式の価格変動リスクの軽減努力をさらに促すために日本銀行が行う

株式購入といった政策を支障なく行うことが可能かどうか、あるいはどの程度行う

ことが可能かという点が重要になり得る。

ただし、金融システムの安定性確保に関する中央銀行の関与の程度、政府との役

割分担のあり方は、金融政策以上に国ごとにまちまちである。一般的には、中央銀

行が政府の代理人としてではなく、独自の責任と判断でこうした施策を求められる

場合、本節（1）イ．と同様に、こうした施策から損失が発生するリスクはどの程度

あるのか、そうした損失の発生に見合ったバッファー（自己資本）は十分にあるの

かに関する情報が求められると考えられる。

ハ．政策が実質的な財政政策や課税につながらないことの評価に資する情報

中央銀行については、その公的使命を達成するうえで、準財政的活動を担うこと

を求められる場合がある。しかしながら、こうした活動が一定の許容範囲を超えて

実質的な財政政策や増税を意味するものとして捉え得る場合には、国の財政のあり

方は国民の代表者である議会の統制下に置かれるべきとする財政立憲主義（あるい

は財政議会中心主義）の要請や、新たな課税や租税の変更は法律によって行われる

べきであるとする租税法律主義の要請27に抵触し、認められないとの見方がある。

すなわち、例えば中央銀行が信用リスクの高い資産を保有すること28は、その内容

や額によっては、国民の損失負担となって跳ね返る可能性があり、またミクロ的な

資産配分に影響を及ぼすという意味で、実質的には中央銀行が財政政策の領域に極

めて近いことを行うことになりかねないとの指摘がある29。また、中央銀行による

過剰な通貨発行は、上述のようにインフレと深い関係を有するだけでなく、通貨発

行益の政府への所得移転を伴うことにより、実質的な増税を意味することになりか

ねないとの指摘もある30。さらに、中央銀行による国債の引受け（政府への信用供

与）は、政府の財政節度を失わせ、インフレを招くおそれがあるとして、多くの国

において原則として認められていない31。
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26  ブリッジ・ローンとは、一般に、借り手が他からの資金を調達するまでの間に限って行う資金の貸付の
ことをいう。通貨危機に陥った国に対して国際通貨基金（IMF）等の国際機関が資金供与を行う場合、そ
の決定から資金の支払いまでに時間を要することがあるため、国際決済銀行（BIS）がその間だけ貸し付
けることがある。こうしたBISによるブリッジ・ローンの実行に際しては、通常、BIS加盟中央銀行が、
BISに対して債務保証を行うこととされている（以上につき、日本銀行金融研究所［2004］pp.190～192参
照）。

27  佐藤［1995］p. 179以下参照。
28  前述のとおり、通常の金融調節においては、保有資産の健全性が要求されると考えられることから、信
用リスクの高い資産の保有は行われない。

29  例えば、山口［2001a, b］、須田［2002］、Hetzel［1997］、Fujiki, Okina and Shiratsuka［2004］等を参照。
30  例えば、Hetzel［1997］参照。
31  例えば、日本銀行金融研究所［2004］p. 218参照。



以上の議論の延長線上で考えれば、中央銀行による政策の事後的検証や将来遂行

可能な範囲の予見のためには、中央銀行の政策が、認められている準財政的活動の

枠を超えて実質的な財政政策や課税を意味することにならないかを評価することも

重要である。こうした評価に資する情報を提供することも、中央銀行の財務報告の

目的・意義の1つとして求められるとの見方が可能であろう。むろん、前述のよう

に、中央銀行による準財政的活動と純粋な金融活動の線引きが困難であるように、

準財政的活動と実質的な財政政策との区分も実際には難しいと思われる。しかしな

がら、中央銀行による実質的な財政政策や増税が民主主義との関係で問題となるの

であれば、いずれの行為に当たるかを評価するために有用な情報を提供することは、

そうした線引きの困難性を考慮しても、なお妥当性を有すると考えられよう。

（2）保有資産や通貨発行益の管理・運用に関する情報の提供

次に、「中央銀行の政策や業務は、銀行券の発行権という独占的権利を裏づけと

し、銀行券ないし中央銀行当座預金の供給を見合いに取得した資産や当該資産から

生じる利子収入（通貨発行益）によって行われている」という2つめの特徴から、

中央銀行に対しては、いわば公的資源と捉え得る保有資産や通貨発行益の適切な管

理・運用という要請が生じるとされている32。他方、中央銀行については、営利法

人でなく、経費効率化のインセンティブ等に欠ける可能性が否定できないと指摘さ

れている33。よって、中央銀行に対しては、公的資源と捉え得る保有資産や通貨発

行益が適切に管理・運用されているかどうかを、外部からモニタリングする必要が

あると考えられている。

こうしたモニタリングを機能させるうえでは、それに資する情報が外部に提供さ

れることが必要である。この点、中央銀行による保有資産や通貨発行益の管理・運

用の顛末は、主に当該中央銀行の財務状況の変化として表れてくることを考えると、

中央銀行の財務報告の目的・意義の1つとして、保有資産や通貨発行益の適切な管

理・運用の評価に資する情報を提供することが求められる。

より具体的には、中央銀行の財務報告において、以下のような情報の提供が求め

られると考えられる。

イ．必要とされる政策・業務の経済性、効率性、有効性に関する情報

中央銀行がその公的使命を遂行するうえでは、例えば損失の発生可能性が通常よ

りも高いとみられる政策についても遂行することが必要と判断される場合がある。

もっとも、当該政策およびそのための業務が公的資源と捉え得る保有資産や通貨発
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32  例えば、中央銀行が取得する通貨発行益は、「国が中央銀行に銀行券の発行権を独占的に与えたことから
反射的に生じる利益」であり、「国民に還元されるべきもの」との見方が強い（例えば、金融制度調査会
［1997］p. 35）。
33  例えば、金融制度調査会［1997］p. 35。



行益をベースに行われることを考えると、常に政策・業務の経済性、効率性、有効

性を度外視して行うことまでが認められるわけではないと考えられる。よって、中

央銀行の財務報告においては、公的資源の適切な管理・運用という観点から、必要

とされる政策・業務が経済的、効率的、有効的に行われるよう努力しているかどう

かを評価するうえで有用な情報を提供することが要求されると考えられよう34。

ロ．当期剰余金の配分に関する情報

上述のとおり、中央銀行が取得する通貨発行益については、「国が中央銀行に銀

行券の発行権を独占的に与えたことから反射的に生じる利益」であり、「国民に還

元されるべきもの」35との考えのもと、当該利益から中央銀行の業務遂行に必要な

経費等を控除した残高（当期剰余金）については、基本的に国庫納付される扱いと

なっている。その一方で、いずれも額の制限はあるものの、中央銀行には当期剰余

金の一部を準備金として積み立てることが認められている場合が多いほか、出資者

に対して一定の配当がなされる場合もある36。この場合、当期剰余金のうち、国庫

納付された分は国家予算に算入され国民に還元されるのに対して、中央銀行に内部

留保された分は、中央銀行の将来の損失に備えたバッファーとして用いられること

になる。また、出資者（の一部）が民間である場合、出資者に配当された分もまた、

国民全体に還元されないことになる。このように、内部留保されるか、国庫納付さ

れるか、配当されるかは、国民の利害にかかわる問題と考えられる。とすれば、通

貨発行益の適切な管理・運用という観点から、中央銀行の財務報告においては、当

期剰余金の配分の適切性を評価するのに資する情報の提供が求められるとの見方が

可能であろう。

なお、前述のとおり、中央銀行において自己資本（内部留保）が必要かどうか、

必要であるとしてどの程度の自己資本があれば十分かといった点は、中央銀行と政
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34  このように、公的資源の使途を経済性、効率性、有効性の視点から評価するという考え方は、1980年代
初にイギリスの地方政府において法制度としてVFM監査（Value for Money Audit）が導入されて以来、多
くの主要国で採り入れられている。わが国でも、1997年の会計検査院法改正において、会計検査院は、
正確性、合規性のほか、これら3つの視点からも検査を行うものとされている（会計検査院法20条3号）。
ここで、経済性とは、より少ない費用で実施できないかどうかという視点、効率性とは、同じ費用でよ
り大きな成果が得られないかどうかの視点、さらに有効性とは、業務の遂行および予算の執行結果が所
期の目的を達成しているか、あるいは効果を上げているかという観点を指すと考えられている。もっと
も、経済性と効率性を明確に区別するのは容易でない場合が多く、わが国の会計検査院より2003年10月7
日に出された「会計検査の基本方針」においても、両者はまとめて扱われている。
なお、政策そのものの経済性、効率性、有効性を評価することが可能かどうかは議論の余地があるこ

とから、本稿では、政策と業務を一体として論じることとする。
35  注32参照。
36  例えば日本銀行の場合、当期剰余金から、配当金、法定準備金積立額を除いた全額が国庫納付金となり、
国の一般会計の歳入金に計上される（日本銀行法53条5項、同法施行令16条）。この際、出資者への配当
は、配当率の上限が年5%と法定されている（同法53条4項）ほか、法定の割合を超える準備金を積み立て
る場合には、財務大臣の認可が必要とされている（同法53条2項）。なお、各国中銀の通貨発行益の取扱
いにつき、Hawkins［2004］参照。



府との関係などによっても結論が異なってくることから、一概にはいえないと考え

られる。例えばカナダ銀行をみると、資本金および法定準備金は名目的な額にとど

まっているほか、1955年以降、法定上限まで準備金を積立て済みであるとして、当

期剰余金は内部留保されずに、すべて国庫に納付されている。同行については、財

務大臣との間で金融政策につき意見の相違が生じた場合、財務大臣は、連邦政府の

総督（Governor General）の承認を得たうえで金融政策に関する指示（directives）

を出すことができ、同行は当該指示に従わなければならないと規定されている（カ

ナダ銀行法14条2項）。このため、同行の政策遂行に伴い発生した損失についても最

終的には政府が負担することが前提とされている（その結果、少ない自己資本でも

運営可能である）という理解に立っていると考えられる。

（3）小括

以上をまとめると、中央銀行の財務報告の目的・意義としては、次のように整理

することが可能であろう。

（1）政策の事後的検証および将来遂行可能な範囲の予見を行ううえで有用な情

報を提供すること。具体的には、以下のような情報を提供すること。

イ．金融取引を支障なく行えるか（金融調節の自由度）

（イ）保有資産の健全性や財務基盤の頑強性は十分か

（a）損失発生のリスクはどの程度あるか

（b）損失発生時のバッファー（自己資本）は十分にあるか

（ロ）保有資産の流動性は十分か

（ハ）保有資産は民間の経済活動に対して中立的か

ロ．金融システムの安定性確保に資する施策を支障なく行えるか

（イ）損失発生のリスクはどの程度あるか

（ロ）損失発生時のバッファー（自己資本）は中央銀行に与えられた制度的

環境のもとで十分か

ハ．政策が実質的な財政政策や課税につながらないか

（2）保有資産や通貨発行益の適切な管理・運用がなされているかを評価するう

えで有用な情報を提供すること。具体的には、以下のような情報を提供す

ること。

イ．必要とされる政策・業務が経済的、効率的、有効的になされているか

ロ．当期剰余金を適切に配分しているか（全額国庫納付されない場合）

本節では、3節でみたような中央銀行の財務報告の目的・意義を達成するうえで

必要とされる情報の具体的な提供方法について検討する。その際のアプローチとし
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４．具体的な財務報告の内容



ては、企業会計や公会計で長年利用され、その情報提供としての機能が認識されて

いる手段（財務諸表等）をベースに検討する方法が有益であろう。そこで、以下で

は、こうした手段のうち、貸借対照表37、損益計算書、剰余金処分計算書38、予

算・決算書を取り上げ、これらの財務諸表等の作成によって、3節でみた情報のう

ち、どのような情報をどのようなかたちで提供することが可能か、これら以外に必

要とされるものはあるかという点を中心にみていくこととする。なお、本稿では、

中央銀行の財務報告によってどのような情報の提供が期待されているのかという

点を詳細に検討する目的から、財務報告の目的・意義を細かく分解して検討してい

るが、これらの目的・意義は相互に関連しており、ある1つの会計情報が複数の目

的・意義の達成に寄与するということはあり得るし、むしろ、そうした場合のほう

が多いと考えられる点には留意されたい。

（1）貸借対照表

貸借対照表とは、報告主体が一定時点において有する資産、負債および資本を表

示した一覧表であり、報告主体の財政状態が資金の調達源泉と調達された資金の使

途という側面から表示される39。その結果、貸借対照表の作成時点において、当該

報告主体がどのような資産をどれだけ保有しているか、そうした資産を保有するた

めの資金をどのようなかたちで調達しているか、損失発生のリスクあるいは収益獲

得の可能性や資産の流動性はどの程度あるか、債務超過になっていないか、自己資

本はどれだけあるか等に関する情報を提供することが可能となる。また、前期と当

期の貸借対照表を比較することによって、どのような資産あるいは負債がどの程度

増減し、その結果、損失発生のリスク、収益獲得の可能性、流動性、債務超過の可

能性、自己資本の額等がどの程度増減したのかを理解するうえで有用な情報を提供

することも可能となる。

こうした情報は、3節でみた中央銀行の財務報告の目的・意義のうち、主として、

政策の事後的検証および将来遂行可能な範囲の予見を行ううえで有用な情報といえ

よう。とすれば、中央銀行においても、貸借対照表の作成は、財務報告の目的・意

義を達成する観点から有用な方法であると考えられる。

さらに、こうした中央銀行の財務報告の目的・意義を達成するうえでは、3節で

みたように、①金融調節の自由度に関する情報、②金融システムの安定性確保に関
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37  本稿で、以下、貸借対照表という場合、本体のみならず、注記および附属明細書等を含むものとして捉
えている。すなわち、ある情報を貸借対照表の本体で表示するのが妥当か、本体以外の注記等で表示す
るのが妥当かといった問題は、本稿では、とりあえず取り上げない。なお、この点は、貸借対照表以外
の財務諸表についても同様とする。

38  企業会計では、通常、「利益（損失）処分計算書」と呼ばれている。しかし、中央銀行のような非営利組
織においては、「当期利益」よりも「当期剰余金」という用語が一般的に使われているため、本稿では、
「剰余金処分計算書」という名称を用いることとする。
39  斎藤［2004］p. 10。



する情報、③政策が実質的な財政政策や課税につながらないかに関する情報が提供

される必要があると考えられる。

例えば、①としては、保有資産の健全性あるいは財務基盤の頑強性に関する情報

として、保有資産の明細、保有資産の簿価・時価情報、リスク情報、負債および資

本の額40といった情報等が求められると考えられる。また、保有資産の流動性や中

立性に関する情報として、国債の銘柄（満期）別保有状況や、外国為替を金融調節

手段として用いている場合には通貨別銘柄別外国為替保有残高といった情報等が求

められよう。さらに、②の情報としては、債務者別貸出金残高、有利条件貸出残高、

株式の銘柄別保有残高等が、また、③の情報としては、銀行券発行残高や株式等の

ような信用リスクのある資産の保有残高といった資産・負債項目に加え、有利条件

貸出の要件、国債の買入れルール、保有資産にかかる政府との取引に関する情報等

がそれぞれ開示されると有用であろう41。

もっとも、これらの情報のうち、開示されるとかえって金融政策や信用秩序維持

政策の円滑な遂行に支障を来たすおそれがあると判断される情報については、開示

しないことが合理的と考えられる。例えば、保有資産の明細については、金融調節

（オペレーション）で買い入れ、あるいは担保として受け入れた証券のうち、個別

銘柄を表示することが、中央銀行がそれらの資産価値に関する一定の評価を示すこ

とを意味し、その結果、それらの市場価格に影響を及ぼしかねないものについては、

個別銘柄を示すということまでは要求されないと考えられる42。また、債務者別貸

出金残高や有利条件貸出残高についても、例えば、イングランド銀行のように、最

後の貸し手機能の円滑な実施のために、これらの実施に関する情報を危機状態から

脱出するまで開示しないといった制約を課すことにも合理性があると考えられる。

なお、保有資産・負債に関する情報を提供するものとしては、貸借対照表のほか、

財産目録がある。財産目録とは、一定の時点において報告主体が保有しているすべ

ての資産および負債につき、棚卸（実地調査）に基づいて種類、数量、評価額を決

定し、その結果を一覧表示したものであり、わが国では日本銀行のほか、公益法人

等について作成が要求されている。しかしながら、①財産目録に記載される資産・

負債の金額数値は、帳簿記録に含められており、現在のように帳簿記録を基礎とし

て貸借対照表を作成する（誘導法）場合には貸借対照表や附属明細書に記載される

金額数値と同じであること（こうした理由等からわが国の株式会社については、
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40  負債および資本といった貸方サイドの項目については、発行銀行券、預金、引当金、資本金、準備金等
があるが、この点については補論参照。

41  この点、例えば日本銀行では、保有資産の固定化を回避し金融調節の機動性を確保するとともに、同行
による長期国債買入額の増額が国債価格の買支えや財政ファイナンスを目的とするものではないという
趣旨を明確にするために、その保有する長期国債残高の上限を銀行券発行残高に合わせるように国債の
買入れルールを設定し、開示している（日本銀行企画室［2004b］p. 80参照）。また、2004年5月より、毎
月、日本銀行の対政府取引の概要についてまとめ、公表している（同［2004a］参照）。

42  もっとも、そうした資産の買入条件や担保選定条件を注記等で開示することは必要であろう。



1974年の商法改正において財産目録の作成は不要とされた）、②2001年以降に設立

されたわが国の独立行政法人については、非営利法人でありながら作成が要求され

ていないこと等を踏まえると、貸借対照表や附属明細書によって同様の情報が提供

されている主体については、財産目録を作成することの有用性は低下してきている

との見方が可能であろう。

（2）損益計算書

損益計算書とは、一会計期間の経営活動を通じて獲得された収益または利益と、

そのために要した費用または損失を対応表示し、期間的な経営業績である当期純利

益（または当期純損失）を導く会計表である43。かかる財務諸表を作成することで、

当該報告主体が、当期において、どのようなコストをどれだけ費消することによ

り、どのような収益をどれだけ獲得したのか、その結果、どれだけの資金が残っ

た、あるいは不足したのか等に関する情報を提供することが可能となる。

こうした情報は、3節でみた中央銀行の財務報告の目的・意義のうち、主として、

「保有資産や通貨発行益の適切な管理・運用を評価するうえで有用な情報」、その中

でも特に、「必要とされる政策・業務が経済的、効率的、有効的に行われているか

どうかを評価するうえで有用な情報」といえよう。すなわち、損益計算書で提供さ

れるコスト（費用）に関する情報と、利益（収益）に関する情報を比較検討するこ

とは、政策・業務の経済性および効率性を評価するうえで有用と考えられる。また、

中央銀行のような非営利主体については、政策・業務の成果を利益のみによって評

価することは妥当でないことを考えると、政策・業務の有効性を損益計算書で提供

される情報のみによって評価することには限界があるものの、損益計算書により、

そうした有効性の評価にとっても有用とされるコスト情報を提供することは可能で

ある。加えて、損益計算書を作成することによって、国庫納付金の算定基礎となる

当期剰余金を算出することも可能となる。とすれば、中央銀行についても、損益計

算書の作成は、その財務報告の目的・意義を達成するうえで有用な方法と捉えるこ

とができよう。

ちなみに、同じく非営利を目的する政府機関においては、利益情報による成果評

価の限界を踏まえて、損益計算書に代わり、総コスト計算書（収益あるいは利益に

ついては表示せずに、費用あるいは損失といったコストのみを表示するもの）ある

いは純コスト計算書（税収等の非交換取引収益や予算配賦額は計上せずに、政府活

動にかかったコストと当該活動を通じて得た対価的な収益との差額のみを表示する

もの）が作成されるケースがみられる44。しかしながら、中央銀行については、公

的使命を、主に資産の売買を通じたバランス・シート操作によって行っているとい
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43  醍醐［2004］p. 36参照。
44  例えば、FASAB［1995］、財政制度等審議会［2004］参照。



う特徴から、利益情報は、単独での成果指標としての有用性は低いものの、中央銀

行の政策・業務の経済性、効率性、有効性を評価するうえで依然として有用と考え

られる。また、どれだけの利益を獲得したかという情報は、十分な自己資本を確保

するという観点からも重要である。とすれば、中央銀行については、損益計算書に

代替するものとして純コスト計算書や総コスト計算書を作成するという方法を採る

ことは、適切でないと考えられる。

さらに、中央銀行の政策・業務の経済性、効率性、有効性を評価するうえで有用

な情報の提供といった財務報告の目的・意義を達成するためには、収益・費用に関

する情報を、業務分野別、金融政策関連・非政策関連別等の各セグメントごとに提

供することが重要と考えられる。すなわち、「保有資産や通貨発行益の適切な管

理・運用がなされているかを評価するうえで有用な情報を提供すること」を中央銀

行の財務報告の目的・意義と捉えるのは、そうした情報を通じて、中央銀行の政

策・業務をモニタリングし、その経済性、効率性、有効性を向上させることに目的

があるとすれば、個々の業務・政策におけるコストと成果（収益あるいはそれ以外

の情報）との対応関係が明確に示されることが重要と考えられるからである45。

実際、例えば、日本銀行では、2003年度（15年度）決算分より、業務分野ごとの

経費が公表されている。具体的には、発券関係業務、金融政策関係業務、金融シス

テム関係業務、決済システム関係業務、国庫・国債・その他政府関係業務に区分し

て開示されている。なお、日本銀行が行っている国際金融、調査・研究・統計など

の業務や組織運営面の取組み、対外的な説明活動に関する経費は、上記の各業務分

野に幅広く共通して関係するとして、各業務分野の経費に按分して含められている。

また、ニュージーランド準備銀行においても、「サービス・コスト計算書」を作成

し、金融政策の企画、市場操作、金融システムの監督、発券業務、外貨準備管理、

決済サービス等という機能（function）別に、収益、費用およびその差額（純損益）

にかかる実績値を予算と対応させて表示している。また、費用については、年次報

告書の概略説明において、当該機能別に5年分の時系列データが示されている。

こうしたセグメント別情報は、業務運営にかかる責任の所在の明確化といった観

点からも有用であろう。さらに、こうした財務報告の結果を当該中央銀行に効果的

にフィードバックして、その業務等の効率化等につなげていくためには、実際の業

務活動の基礎となる報告主体内部の財務管理報告システム上のセグメント項目と、

財務報告におけるセグメント項目とが一致していることが望ましいかどうかについ

ても、検討の余地があろう。

なお、営利企業については、フロー情報を示すものとして、キャッシュ・フロー

計算書が作成されている。これは、活動別にキャッシュ（現金および現金同等物）

の流れを区分表示するものであり、報告主体の支払能力および資金創造能力の評価
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45  このように、特に非営利法人の財務報告についてはセグメント別情報が重要と考えられる点につき、例
えば山本［1999］、宮田［2001］、古市［2003, 2004］等を参照。



や、異なった会計処理の影響を排除して企業間の経営成績の比較可能性を高めるこ

と等が可能になると考えられている。

この点、ニュージーランド準備銀行では、「キャッシュ」の定義を、「2営業日以

内に換金可能な金融資産であって、日々の資金管理（cash management）に用いら

れているもの」と修正したうえで、①実現損益を含め、同行の金融資産ポートフォ

リオにおけるキャッシュの増減および固定資産から生じるキャッシュ・フロー等を

「投資活動（investing activities）からのキャッシュ・フロー」として、②銀行券の

発行から生じたキャッシュ・フローや財務省からの借入れ等を「財務活動からの

キャッシュ・フロー」として、③その他のキャッシュ・フローの収支を「営業活

動からのキャッシュ・フロー」として、それぞれ分類し、表示している。こうした

キャッシュ・フロー計算書によって提供される情報は、①キャッシュによって稼得

された業務利益の範囲、②当期におけるバランス・シート構造の主要な変化に対し

てキャッシュが与えた影響、③当期における流通銀行券の出入り（turnover）、④同

行の流動性に関する情報を提供可能であり有用とする見方もある46。

しかしながら、中央銀行については、一般企業と異なり、銀行券の発行主体とし

て銀行券は負債として認識されており、キャッシュ・フロー計算書で定義されると

ころのキャッシュの概念には含まれない。よって、中央銀行が国債を購入したり、

国庫納付金を支払っても、負債サイドの当座預金・政府預金が変動するだけであり、

一般企業のように、資産サイドのキャッシュの変動は生じない。このため、中央銀

行がキャッシュ・フロー計算書を作成しても、「キャッシュの出入り（増減）に着

目して企業の資金調達や営業・投資活動の実態を把握する」という同計算書本来の

目的を果たすことはできないと考えられる。さらに、これらのフロー情報は、貸借

対照表や損益計算書の注記あるいはセグメント情報等によって提供される情報と比

べて追加的な有用性が見出し難い。これらの点を考えると、中央銀行については、

業務あるいは活動別の収支に関する情報を提供することは重要であるものの、やは

りキャッシュ・フロー計算書という方法を採ることは必然的ではないし、有用性も

乏しいとの見方が可能であろう47。
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46  例えばSullivan［2000］p. 50参照。
47  この点、例えばニューヨーク連邦準備銀行では、連邦準備銀行の流動性やキャッシュ・ポジションは財
務諸表の利用者の主たる関心事ではなく、また、同行の活動にかかる関連情報は、貸借対照表、損益計
算書、および資本勘定変動表（statement of changes in capital）の作成・公表によって提供することが可能
であることを考えると、キャッシュ・フロー計算書は、追加的に有用な情報を提供することにならない
との見解を示している（例えば、2003年度年次報告書p.25参照）。また、欧州中央銀行においても、その
年次報告書において、「ECBの中央銀行としての役割を考慮すると、キャッシュ・フロー計算書は、財務
諸表の読者に追加的な意味のある情報を提供しない」と述べている（例えば、2003年度年次報告書p. 189
参照）。



（3）剰余金処分計算書

剰余金処分計算書とは、当期において未処分の剰余金が、何にどれだけ処分され

たかの内訳を示すものである。これにより、処分対象となる剰余金の額と、その処

分先の項目および額に関する情報が提供される。

こうした情報は、3節でみた中央銀行の財務報告の目的・意義のうち、主として、

当期剰余金を適切に配分しているかどうかを評価するうえで有用な情報といえよ

う。とすれば、中央銀行にとっても、剰余金処分計算書は、その財務報告の目的・

意義を達成するうえで有用な方法であるということが可能であろう48。

さらに、こうした財務報告の目的・意義を達成するうえでは、そうした当期剰余

金の算出方法、具体的には、会計ルールについて明確に開示することが要求される

と考えられる。また、当期剰余金の処分に関するルール、具体的には、国庫納付金

の算定ルールや配当金の算定ルール、さらには維持すべき自己資本の算定ルール49

についても明確に開示することが必要であろう。

ちなみに、例えば日本銀行の場合、自己資本比率の計算式を明示したうえで、同

行の会計規程上、その水準を10%の概ね上下2%の範囲となるよう運営することを

定めている（会計規程18条1項）。また、前述のように、米国の連邦準備銀行につい

ては、配当金はおのおのの払込済資本金の6%、準備金の積立ては払込済資本金と

同額までであること、これらの配当金および準備金を当期剰余金から控除した額が

国庫納付されることが明示されている50。

（4）予算・決算書

予算・決算書とは、政府機関や公益法人のように、経費支出の効率化等のインセ

ンティブが営利企業と比べて働きにくい主体において作成が要求されるものであ

り、予算項目ごとに収入と支出が対応表示される（歳入歳出計算書あるいは収支計

算書とも呼ばれる）。これにより、どの項目にどれだけの予算が割り当てられてお

り、最終的な支出が当該予算と比較して適切になされたかどうかに関する情報を提

供することが可能となる。

こうした情報は、3節でみた中央銀行の目的・意義のうち、主として、業務につ
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48  もっとも、こうした剰余金処分に関する情報は、剰余金処分計算書のような独立した財務諸表を作成す
る方法のほか、例えばニューヨーク連邦準備銀行や欧州中央銀行等においてなされているように、損益
計算書の中で、あるいは注記情報として提供することも可能である。

49  なお、3節（1）イ．（イ）でみたとおり、中央銀行がどの程度の自己資本を維持すべきかどうかは、中央銀
行と政府との関係等にも依存しており、絶対的な水準はあり得ないと考えられるが、中央銀行と政府が
相互に納得できるような適切な自己資本水準、ないしその計算式が存在することは、両者の間の調整費
用を節約することに資する局面もあるだろうとの指摘がある（例えば植田［2003］参照）。

50  米国の連邦準備銀行における当期剰余金の処分に関するルールの詳細については、例えばGAO［2002］
参照。



いて規律ある支出がなされているか（業務にかかる支出が予算と比較して妥当であ

るかどうか）を評価するうえで有用な情報を提供することが可能となろう。とすれ

ば、中央銀行においても、予算・決算書の作成は、その財務報告の目的・意義を達

成するうえで有用な方法であると考えられる51。

最後に、以上のような考え方を前提とすると、個別の会計処理方法としては、ど

のような結論が導き出され得るかという点について、有価証券の会計処理の問題を

題材に若干検討する。

現行の企業会計をみると、有価証券については、基本的には時価評価が適当であ

るとしつつも52、保有目的に応じて会計処理を区別するという考え方が国際的な主

流となっている53。例えば、国際会計基準では、有価証券を、①短期売買目的54で

保有するもの、②満期保有目的で保有するもの、③その他売却可能なものの3つに

区分したうえで、①については時価評価のうえ、その評価損益を当期損益に計上

（以下、こうした処理を「時価法」という）55、②については償却原価で計上（ただ
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51  こうした財務報告の目的・意義からみると、中央銀行については、予算が政府の認可対象等になってい
るかどうかにかかわらず、すべての予算項目につき予算・決算書を作成し、収支にかかる情報を提供す
る必要があるのではないかという点が問題となろう。もっとも、こうした予算をめぐる問題は、財務報
告のあり方を検討するうえでも重要であるものの、予算制度の役割、財務報告における予算の位置づけ、
中央銀行の管理会計のあり方等といった多様な論点とかかわる大きな問題であるため、今後の検討課題
とし、本稿では取り上げない。

52  金融資産については基本的に時価評価が妥当と考えられる理由として、例えばわが国の企業会計審議会
より出された「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（以下「意見書」という）三では、次の
ように述べられている。
①金融資産の多様化、価格変動リスクの増大、取引の国際化等の状況のもとで、投資者が自己責任に
基づいて投資判断を行うために、金融資産の時価評価を導入して企業の財務活動の実態を適切に財
務諸表に反映させ、投資者に対して的確な財務情報を提供することが必要である。

②金融資産にかかる取引の実態を反映させる会計処理は、企業の側においても、取引内容の十分な把
握とリスク管理の徹底および財務活動の成果の的確な把握のために必要である。

③わが国企業の国際的な事業活動の進展、国際市場での資金調達および海外投資者のわが国証券市場
での投資の活発化という状況のもとで、財務諸表等の企業情報は、国際的視点からの同質性や比較
可能性が強く求められている。また、デリバティブ取引等の金融取引の国際的レベルでの活性化を
促すためにも、金融商品にかかるわが国の会計基準の国際的調和化が重要な課題となっている。

53  例えば「意見書」三では、金融資産については時価評価が基本であるとしつつも、保有目的に応じた処
理方法を定めるのが適切であるとする理由として、「金融資産の属性および保有目的に鑑み、実質的に価
格変動リスクを認める必要がない場合や直ちに売買・換金を行うことに事業遂行上等の制約がある場合
が考えられる。このような保有目的等を全く考慮せずに時価評価を行うことが、必ずしも、企業の財政
状態および経営成績を適切に財務諸表に反映させることにはならないと考えられる」と述べている。

54  時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものをいう。
55  もっとも、例えばわが国では、「売却していないにもかかわらず、時価により評価するときは、実現して
いない利益の計上を認めることになるが、このような不確実な利益を配当の財源とすることを認めると、
会社の債権者を害するおそれがある」（原田［1999］pp. 9～10）として、時価評価による評価益は、配当
財源である純資産額から控除される（商法290条1項、商法施行規則124条）。

５．有価証券の会計処理



し、強制評価減56の適用あり）、③については時価評価のうえ、その評価損益は当

期損益に計上するか、資本に直接計上することとされている（IASB［2004］pars.

45～46、55～57）。こうした取扱いは、米国基準や日本基準でもほぼ同じである。

そして、このように保有目的別に有価証券の会計処理を区別するという考え方は、

近年、公会計においても採り入れられてきている57。

このように、保有目的によって有価証券の会計処理方法を検討するという考え方

自体は、当該資産の経済的実態を的確に表すことにつながり得ると考えられること

から、中央銀行においても採り入れることが可能と考えられる。しかしながら、中

央銀行の場合、短期売買目的、満期保有目的、その他というカテゴリーで分類する

ことは、それが金融調節手段の対象とされる有価証券である場合には、特定資産に

対する中央銀行の投資態度を示すことになり、必ずしも望ましくないと考えられる。

そうした情報を提供することにより、市場参加者は中央銀行の行動が当該資産価格

にどのような影響を与えるかを予測することになると考えられるからである。すな

わち、3節でみたように、中央銀行においては、保有資産の中立性が重要とされ、

それゆえに、そうした情報を提供することも中央銀行の財務報告の目的・意義の1

つとして求められることになると考えられるのだとすれば、個別の会計処理につい

ても、みずからの資産保有が当該資産市場の価格形成に影響を与えないような会計

処理をすることが必要ということになろう。こうした観点から、中央銀行が金融調

節の結果あるいはその遂行のために保有する有価証券については、短期売買目的、

満期保有目的、その他という区分は妥当でなく、一律の会計処理を適用することが

妥当であるとの見方が可能であろう。

このように、金融調節の結果あるいはその遂行のために保有する有価証券（以下、

「金融調節目的有価証券」という）については一律の会計処理を適用するのが妥当

であるとして、どのような会計処理が適当と考えられるであろうか。この点、「金

融調節を支障なく行うために必要とされる保有資産の健全性や財務基盤の頑強性

（具体的には損失発生のリスク等）を評価するのに有用な情報を提供すること」と

いう中央銀行の財務報告の目的・意義を達成するうえでは、中央銀行が保有する金

融調節目的有価証券についても、何らかのかたちで時価情報を提供することは重要

と考えられる。

その一方で、中央銀行が保有する金融調節目的有価証券については、例えば、中

央銀行自身のリスク管理の観点からみると売却が妥当と判断される場合であって

も、金融政策の目的からみて売却が困難な場合がある。また、損失の発生可能性

が高い有価証券であっても、金融政策の目的から取得せざるを得ない場合もある。
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56  時価が取得原価より著しく下落し、回復の見込みがないと認められる場合に、時価まで貸借対照表価額
を切り下げ、評価差額（減損額）を損益計算書に計上することをいう。なお、例えば、わが国の金融商
品会計基準では、こうした強制評価減のことを「減損処理」と呼び、売買目的有価証券およびその他有
価証券について適用される強制的な時価評価（時価による貸借対照表価額の切下げ）と区別している。

57  例えば、財政制度等審議会［2004］参照。



こうしたことを考えると、そうした有価証券の時価の変動を貸借対照表価額ひいて

は自己資本の額に反映させることは、金融政策の効果あるいは将来の政策遂行能力

にかかる国民・市場参加者の誤解を招きかねないと考えられる58。

さらに、時価評価を適用する場合、その評価差額の扱いが問題となるが、中央銀

行が保有する金融調節目的有価証券については、企業会計における短期売買目的有

価証券のように、時価の変動により利益を得ることを目的としたものではないこと

から、評価差額を当期利益に計上することは妥当でないと考えられる。また、企業

会計において、その他売却可能な有価証券の会計処理につき、短期売買目的でない

にもかかわらず、当期利益から評価差額を控除するという利益計算の工夫をしてま

でも時価評価差額の表示を要求することは、「投資意思決定を行ううえで有用な情

報を提供すること」という営利企業の財務報告の目的・意義の観点からみて重要で

あると考えられるものの、公的使命を目的とする中央銀行が保有する金融調節目的

有価証券については有用性が低いと考えられよう59。

以上のような考え方に立てば、中央銀行が保有する金融調節目的有価証券につい

ては、時価が著しく低下し回復が困難であると認められることから強制評価減を適

用するのが妥当と考えられる場合を除き、貸借対照表上は時価の変動を反映させな

い評価方法（例えば償却原価法）を適用するとともに、注記等で時価情報を開示す

るという処理が適当と考えることも可能であろう。

他方、上述のような資産保有の中立性の要請に基づく会計処理の制約は、金融調

節の結果あるいはその遂行のために保有する有価証券以外のものについては及ばな

いと考えられる。よって、例えば、金融システムの安定性確保に資する施策を実施

した結果として保有し、かつ、金融調節手段の対象ともされない有価証券（例えば

価格変動リスクの軽減を促すために金融機関から買い入れた株式や時価変動からの

利益獲得を目的として保有する外債等）については、それぞれの保有目的に応じて

異なる会計処理を適用することも検討の余地があろう。
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58  この点に関し、例えばFRS［2002］p. 1-24では、時価評価の適用は、金利変動に伴い資産の公正価値（す
なわち貸借対照表価額）が変化する一方で、準備のアベイラビリティ（reserve availability）については何
ら変化をもたらすものではないことを考えると、金融政策の運営および効果に関する国民への説明がよ
り難しくなりかねないとの見方が示されている。

59  この点に関し、例えば米国の連邦準備制度理事会では、①保有有価証券の評価損益は、資金供給量や将
来の損益・自己資本に直接影響しない、②保有有価証券の取引は利潤目的ではなく、金融政策目的で行
われるものであり、評価損益や売却損益は、金融政策遂行により付随的に発生するものであって、それ
自体が金融政策遂行の目的ではないとして、保有有価証券の時価評価を行っていない（同理事会の2003
年度年次報告書p. 312参照）。



以上、中央銀行に対する業務・組織運営の適正化・効率化、政策運営のアカウン

タビリティや透明性の向上等の要請に応える手段の1つとして財務報告を位置づけ、

そのあり方を考えるうえでの視点を整理・検討した。具体的には、中央銀行の財務

報告や会計処理のあり方を考えるうえでは、従来から重要視されている公的資源の

適切な管理・運用に関する評価という視点に加え、公的な使命を主に資産の売買を

通じて達成するという中央銀行の特徴に着目し、政策の事後的検証および将来の遂

行可能な範囲の予見に資する情報の提供という視点から捉えるのが適当であること

を指摘した。また、こうした中央銀行の財務報告の目的・意義を達成するうえでは、

①貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書および予算・決算書の作成が有用で

あること、②ケース・スタディとして、金融調節目的で保有する有価証券について

は、一律、時価の変動を反映させない評価方法（例えば償却原価法）を適用すると

ともに時価情報を注記等で開示する処理が適当と考えることも可能であること等を

示した。

冒頭で述べたとおり、本稿は、中央銀行の財務報告および会計処理のあり方を考

える際の視点を整理・検討することを目的としている。その意味で、議論がやや抽

象的になりがちであった点は否めない。また、本稿では明示的に取り上げなかった

が、中央銀行の財務報告等のあり方を検討するうえでは、中央銀行の管理会計、予

算制度、政策評価のあり方という問題をも視野に含めて議論していくことが必要と

考えられる。今後、こうした点を踏まえつつ、中央銀行の財務報告や会計処理の具

体的な内容について、より検討を深めていくことが重要であろう。
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６．おわりに



補論：中央銀行の貸借対照表の負債および資本勘定について

1．はじめに

中央銀行では、従来から、営利企業と同様に貸借対照表と損益計算書を基本とす

る財務報告が行われてきた。例えば、日本銀行では、貸借対照表に相当する「半季

実際報告表」を第2回半季報告（明治16年上半期）から、損益計算書に相当する

「損益勘定表」を第23回半季報告（明治26年下半期）から、それぞれ作成している60。

また、イングランド銀行では、設立当初からイタリア式の複式簿記形式を採用して

いたとされている61。この点は、各国政府において、企業会計の考え方や手法を活

用した貸借対照表等の作成・公表が近年ようやく本格化し始めたのとは状況が異な

る。例えば、公会計先進国といわれるニュージーランドでも、発生主義に基づく政

府の財務報告が1991会計年度に初めて行われた。また、オーストラリアでは1996会

計年度から、米国では1997会計年度から、それぞれ連邦政府の連結財務諸表が作

成・公表されるなど、先進国においても、政府による財務諸表の作成は1990年代後

半からようやく本格化し始めている62。

もっとも、中央銀行の財務報告の内容をみると、営利企業にはみられない特徴が

ある。特に、貸借対照表の貸方（負債および資本勘定）について、興味深い特徴が

みられるので、以下概観する。

中央銀行の貸借対照表の貸方は、発行銀行券、預金（当座預金、政府預金等）、

売現先勘定・売出手形、引当金等を内容とする負債勘定と、資本勘定とで構成さ

れている63。企業会計との比較において、特徴的な点は、第1に、中央銀行が発行

した銀行券に関する勘定である発行銀行券勘定という、中央銀行にしか存在しな

い負債勘定が存在することである。第2に、引当金勘定において、企業会計のルー

ルでは明確な根拠がなく、そのために法令等の手当てを行ったうえで計上する特別

な引当金（いわゆる利益留保性引当金）がみられることである。以下、この2点を

取り上げてみたい。

2．発行銀行券勘定

まず、中央銀行の貸借対照表の貸方における第1の特徴として、中央銀行にのみ
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60  土屋［1956］pp. 22～23参照。
61  Hennessy［1995］p. 214参照。
62  なお、わが国では、「…発生主義を基本とする省庁別の連結財務書類について、平成17年度までにその試
行段階を終了する。各府省は平成18年度から、連結財務書類を『年次報告書（仮称）』として公表する」
（「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」、平成16年6月4日閣議決定）とされている。
63  欧州中央銀行等では、貸借対照表上の表示面では、負債勘定と資本勘定を括り出してはいないが、各勘
定は、いわゆる負債勘定と資本勘定の順番に表示されている。



存在する負債勘定である発行銀行券勘定64がある。

銀行券は、交換手段として日々の取引の決済に用いられるほか、価値の保蔵手段

として、あるいは、価値尺度としても用いられる。これらが、銀行券に対する需要

を発生させている。こうした需要に対しては、当該国の中央銀行が独占的に銀行券

を発行し供給する体制が一般的である。銀行券は、主として、民間銀行が中央銀行

に有する当座預金を引き出すことによって発行される。民間銀行が中央銀行に有す

る当座預金は、通常は、民間が保有する資産と引換えに、あるいは、それを担保に

した民間への信用供与を通じて、中央銀行から供給されるものである。

中央銀行は、銀行券が額面の価値を持つのは、発行後との考え方を採っており、

発行して初めて発行銀行券としてバランス・シートの負債に計上する扱いとしてい

る。中央銀行の中にとどまっている間は、額面の価値を持つ資産としては計上され

ない65。

また、金融政策あるいは金融調節の観点からは、発行銀行券勘定は、いわゆるベー

スマネーの基本項目であり、その増減が日々の金融調節の前提となるものである。

上述のとおり、会計上、発行銀行券は中央銀行の貸方のうち負債勘定に計上され

ている66。金・銀との兌換を前提とした本位貨幣制度のもとでは、企業会計におい

て負債計上の要件67の1つとされる債務性を満たしていたとみられるが、管理通貨

制度に移行した後については、この点は必ずしも明らかでない68。もっとも、中央

銀行の資本勘定が、基本的には、拠出資本である資本金と利益処分の過程で積み立

てられる法定準備金から構成されており、損失発生時の取り崩しの対象となり得る

もののみが計上されるものとして認識されているようである。そうであれば、会計

上の区分としては、発行銀行券を引き続き負債に計上することにつながりやすいも

のと考えられる。あえて企業会計における負債と資本の区分論に則していえば、中

央銀行においては、資本勘定を厳格に定義し、それ以外を区別する立場（負債と資

本の区分論におけるいわゆる資本確定アプローチ）が採られているともいえよう。
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64  日本銀行では「発行銀行券」、米国連邦準備銀行では“Federal Reserve notes outstanding”、欧州中央銀行で
は“Banknotes in circulation”、イングランド銀行では“Notes issued”、といった勘定科目で経理されている。
本稿では、便宜上、発行銀行券勘定と呼ぶこととする。

65  なお、政府が発行する貨幣のうち、中央銀行が保有しているものについては額面で資産に計上されてい
る。

66  これについては、例えば小栗［2000］は、「中央銀行にとって銀行券はお金ではなく、その所持者に対す
る負債である」とし、「中央銀行は銀行であるので、銀行券という負債を見合いとして金融資産（手形・
債券の買入れ、貸付けなど）を購入する」（p. 105）と述べている。

67  企業会計では、負債と資本の区分を論じる際に、まず負債を厳密に定義する負債確定アプローチを採る
場合には、負債の要件として、一般に、「過去の取引または事象の結果として、特定の実体が他の実体に
対して、将来において資産を譲渡しまたはサービスを提供しなければならないという現在の義務から生
じる、発生の可能性の高い将来の経済的便益の犠牲である」（FASB［1985］par. 35）とされる。

68  「通貨には返済期限がなく、また利息も支払われないという、一般の負債とは性格が異なっていることを
どう解釈するか」（筆谷・金子・大貫［2004］p. 238）、「管理通貨制下の貨幣というのは、形式は債務と
称していても、その実質は無配当を法定された中央銀行の無議決権株のようなもの」（渡辺・岩村［2004］
p. 34）といった指摘がある。



3．特別な引当金（利益留保性引当金）

中央銀行の貸借対照表の貸方における第2の特徴は、引当金勘定において、企業

会計のルールでは明確な根拠がなく、そのために、法令等の手当てを行ったうえで

計上する特別な引当金（いわゆる利益留保性引当金）がみられることである。

まず、わが国の企業会計における引当金の定義をみると、「将来の特定の費用又

は損失であつて、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、

その金額を合理的に見積ることができる」（企業会計原則注解18）ことが引当金の

要件とされている。この要件には、①当期以前の事象に起因する回避不可能な将来

の支払義務を表すための引当金である「負債性引当金」と、②将来、特定の資産価

値が減少する可能性が高いと見込まれる場合に、それを資産の控除的評価項目とし

て表示する引当金である「評価性引当金」の2種類が含まれると解されている69。

他方、国際会計基準では、引当金が「時期または金額が不確実な負債」（IASC

［1998］par. 10）と定義されている。

このように、引当金の概念には、日本基準のように「負債性引当金」と「評価性

引当金」の両方を認めるもののほか、国際会計基準のように「負債性引当金」のみ

を認めるものもある。ただ、いずれにしても、現在の企業会計における引当金の概

念においては、こうした「負債性引当金」にも「評価性引当金」にも該当しない、

いわゆる「利益留保性引当金」の計上は認められていない。すなわち、「利益留保

性引当金」については、利益操作の手段として利用され得る70という懸念から、各

国会計基準の引当金の要件が厳格化され、企業会計上の引当金からは排除されてい

る71。

こうした中、いくつかの中央銀行では、企業会計にもみられる貸倒引当金や退職

給付引当金のほかに、特別な引当金勘定を設定している。例えば、日本銀行では、

日本銀行法施行令に基づいて、債券または外国為替等の売買、保有等に伴い生じた

収益金額が損失金額を超える場合に、その超える部分の全部または一部を財務大臣

の承認を受けて、「債券取引損失引当金」または「外国為替等取引損失引当金」と

して積み立てることができるとされている72。また、欧州中央銀行では会計準則に

基づいて、「外国為替等引当金（provisions for exchange and price risks）」の積立てが

行われている。さらに、ブンデスバンクでもドイツ・ブンデスバンク法に基づいて、

外国為替の変動リスクに備えた「一般引当金（general provisions）」の積立てが行わ

れている。このような引当金は、上記のような、「負債性引当金」にも、「評価性引
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69 醍醐［2004］p. 223。
70  徳賀［2003］によれば、会計上の利益への影響の観点からは、負債勘定に計上されている引当金は、取
り崩されると資本の増加、すなわち収益の増加をもたらすため、利益操作の手段として利用できること
となる。一方、資本勘定に計上されている積立金は、それが取り崩されても資本の増加をもたらさない
ことから、利益操作の手段としては利用できないと説明されている。

71  こうした引当金概念の変化については、例えば遠藤［1998］、山下［2002］を参照。
72  債券取引損失引当金および外国為替等取引損失引当金の対象資産、収益金額および損失金額の計算方法、
限度額等については、日本銀行法施行規則9～11条に規定されている。



当金」にも合致しない、いわゆる利益留保性引当金であると考えられる。

こうした引当金の計上が認められることについては、資本勘定の特性が影響して

いることが考えられる。

中央銀行の資本勘定は、一般に、資本金と準備金からなる73。

まず、資本金（capital）についてみると、ほとんどの中央銀行では、一定額以上

の資本金を持つことが法律により規定されている74。出資構成については、一般に、

すべて国有とする（例えば、英国）75、国有部分が一定比率であるあるいは一定比

率を下回ってはならない（例えば、日本）76、原則として加盟銀行が出資する（例

えば、米国）77といったかたちの制約が課されている。また、資本金の額について

は、法令に定められた手続に従って増額することができる中央銀行もある78が、法

令を改正しなければ増額することができない中央銀行が多い79。

次に、準備金（reserve）をみると、一般に、利益の一定割合を準備金として積み

立てることとされている。加えて、一部の中央銀行では、政府の認可、理事会の発

議等を経て、上記の準備金の積増しまたは特別の準備金を積み立てることができる

こととされている。例えば、日本銀行では、日本銀行法53条により、準備金は、剰

余金の5%を積み立てることとされており、特に必要があると認められるときは、

財務大臣の認可を受けて、さらに積み立てることができるとされ、これは損失の補

填または配当に充てる場合にのみ、取り崩すことができると定められている。また、

欧州中央銀行でも、欧州中央銀行制度および欧州中央銀行に関する定款33条により、

剰余金の20%を上限に、資本金の額と等しくなるまで準備金を積み立てることとさ

れ、これは損失が生じたときに、取り崩すことができると定められている。
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73  なお、欧州中央銀行、ブンデスバンク等、一部の中央銀行では、金、外貨資産および市場性有価証券を
時価で評価し、その評価益を損益計算書に反映させずに、貸借対照表の再評価勘定（revaluation account）
に計上している。

74  制度上資本金を持たない中央銀行としては、例えば、韓国銀行、ニュージーランド準備銀行がある。な
お、法律上資本金を持つことが認められていない韓国銀行では、総資産の2.7%に相当する準備金を保有
している（2003年12月現在）。

75  イングランド銀行では、1946年イングランド銀行法に基づいて、同銀行の株式が財務省の指定する者
（国庫法務官〈Treasury Solicitor〉）に譲渡され、当該者が財務省に代わり保管することとされた（1条）。
このほか、ブンデスバンク、フランス銀行等においても、資本金の全額を国に帰属させることとされて
いる（ドイツ・ブンデスバンク法2条、フランス銀行法L-142-1条）。

76  日本銀行では、資本金を政府および政府以外の者からの出資による1億円とし、このうち政府からの出資
の額が5,500万円を下回ってはならないとされている（日本銀行法8条）。ベルギー国立銀行でも、総発行
株式数40万株のうち、20万株を政府が所有することとされている（ベルギー国立銀行設置法4条）。

77  米国の連邦準備銀行では、加盟銀行は、各自の払込資本金（paid-up capital stock）および準備金（surplus）
の6%相当額を、連邦準備銀行の資本金として払い込むことが規定されている（連邦準備法2条3項）。

78  例えば、欧州中央銀行では、設立時の資本金が50億ユーロと規定されているが、閣僚理事会が定める限
度および条件の範囲内において、政策理事会が特別多数決によって定める額を増額できるとされている
（欧州中央銀行制度および欧州中央銀行に関する定款28条）。また、カナダ銀行でも、資本金は500万カナ
ダ・ドルとし、取締役会の決議により、総督および議会の承認を得て、随時増額することができるとさ
れている（カナダ銀行法17条）。

79  例えば、日本銀行では、日本銀行法上、資本金の増額に関する規定は存在しない。ブンデスバンク、イ
タリア銀行、スイス国民銀行等でも、資本金の額が法律により規定され、その後の資本金の増額に関す
る規定は存在していない。



このように、準備金は、法令により、厳格な計上方法が規定されているが、これ

は、剰余金の国庫納付制度と一体となっていることも影響していよう。剰余金の国

庫納付制度は、中央銀行のシニョレッジが、国家から独占的な銀行券発行権を与え

られたために生じるものであることから、基本的に国庫に納付されるものであると

の説明がなされている80。また、中央銀行から営利目的で行動する誘因を取り除き、

公共の利益のみを目的として業務に専念させるうえで適当であるとの説明もなされ

ている81。

さらに、中央銀行の資本勘定には、企業会計で認められている任意積立金のよう

な勘定も設置されていないのが一般的である。

このような資本勘定を前提とすれば、現実に、資本勘定の額を上回る自己資本が

必要であると判断される中央銀行においては、将来、損失を発生させる可能性のあ

る資産が明確である場合には、当該資産から生じる利益を引当てのかたちで留保す

ることにも、一定の合理性があるものと考えられる82。

なお、こうした中央銀行の引当金と同様、利益留保性のある引当金として、わが

国では「特別法上の引当金または準備金」がある。これは、特別の法令（税法を除

く）によって計上することが強制されている引当金または準備金で、監査上、「引

当金」として取り扱うこととされている83。具体的には、証券取引法51条に基づく

「証券取引責任準備金」、電気事業法36条に基づく「渇水準備引当金」等があり、こ

のうち、「証券取引責任準備金」は証券事故による損失に備えて計上されるものと

され、「渇水準備引当金」は電気事業者が豊水期に渇水期の収益減少に備えて計上

されるもので、利益の平準化を図って電気料金を安定させるためのものとされてい

る。これらは、将来の損失や偶発損失に備えて計上されるものであり、損失額の合

理的な見積りが著しく困難であるため、その性格は利益留保性のものとされる84。

中央銀行が上記のような引当てを行う場合、透明性の観点からは、剰余金の国庫

納付制度も踏まえ、計上方法が厳格に規定されている準備金と同様に、引当ての対

象とする資産をできるだけ明確化し、かつ計上ルールについても明らかにしておく

こと85が求められよう。
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80  注32参照。
81  中央銀行と通貨発行を巡る法制度についての研究会［2004］p. 51参照。なお、Burgess［1936］は、米国
の連邦準備銀行は営利目的ではなく法定の目的のために組織され業務が行われており、連邦準備法にお
ける利益に関する規定は、政策決定が公益（public welfare）のみを考慮して行われるように作られている
と述べている。

82  積立て・取崩しが準備金に比べて柔軟にできる引当金を利用することにより、国庫納付金と自己資本の
バランスをとること（例えば、毎年の国庫納付金の額を平準化すること）は、より容易になるという面
もあろう。

83  日本公認会計士協会［1982］参照。
84  監査法人トーマツ［2004］p. 551参照。
85  この点、主要中央銀行でもルールを明確にしていないケースが存在する。ちなみに、日本銀行では、債
券取引損失引当金や外国為替等取引損失引当金の対象とする資産が明確化されており（日本銀行法施行
規則9条）、当該引当金の計上においては、自己資本の水準を勘案すべきこと（自己資本比率が10%程度と
なることを目途として、概ね上下2%の範囲となるよう運営すること）が明示されている（会計規程18条）。



（参考資料1）主要中央銀行の経理制度の概要

Ⅰ．日本銀行（Bank of Japan）

1．会計準則

○中央銀行としての財務の健全性を踏まえつつ、一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準を尊重して会計処理を行う。〈会計規程3条〉

2．公表している財務諸表等

○公表している財務諸表等は次のとおり。

・財産目録

・貸借対照表

・損益計算書

・剰余金処分表

・決算報告書

○このほか、「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針」に基づき、行政コス

ト計算書を公表している。

○発行銀行券が負債の部に計上されており、キャッシュ・フローの概念が一般企

業とは異なることを理由に、キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

3．金融資産

○円貨建債券およびコマーシャル・ペーパー：

償却原価法1により評価する。なお、資産担保証券について時価が著しく下落し

た場合には、減損処理を行う。

○外貨建債券および外貨建投資信託：

時価評価のうえ、評価損益を当期損益に計上する。

○株式：

取得原価で評価し、時価が著しく下落した場合には、減損処理を行う。

4．引当金

○貸借対照表に計上される引当金科目は次のとおり。

・貸倒引当金

― 一般貸倒引当金（過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績

率に基づいて計上〈平成15年度の貸倒実績率はゼロ〉）および特定貸倒引当

金（特定の債権について政策委員会が必要と認める場合に、その決定を経て、

別途の所要額を計上）。
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1 取得原価と額面金額との差額を、償還期限までの間、毎期均等に償却し、これに伴う損益を当期損益に計
上する方法。



・退職給付引当金

― 年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上する。

・債券取引損失引当金、外国為替等取引損失引当金

― 債券・外国為替等について、売買、保有等に伴い生じた収益金額が損失金

額を超える部分の金額の全部または一部を、財務大臣の承認を受けて積み立

てる。〈日本銀行法施行令15条1項、日本銀行法施行規則9～11条〉

― 債券・外国為替等にかかる損失金額を補Aする場合にのみ取り崩すことが

できる（財務大臣の承認を受けたときを除く）。〈日本銀行法施行令15条2項〉

― 積立て・取崩しにおいては、準備金の積立てとともに、自己資本比率2が

10%程度となることを目途として、概ね上下2%の範囲となるよう運営する。

また、積立て・取崩しの金額は、債券・外国為替等の売買、保有等に伴い生

じた収益金額と損失金額の差額の50%相当額を目途として、自己資本比率の

水準等を勘案して定める。〈会計規程18条〉

・株式取引損失引当金

― 株式の時価の総額が簿価の総額を下回る場合に、その差額に対して計上す

る。〈会計規程18条の2〉

5．資本

（1）資本制度

○資本金は1億円。政府からの出資の額は、5,500万円を下回ってはならない。〈日

本銀行法8条〉

（2）資本項目の構成

・資本金

・法定準備金

・特別準備金3

・当期剰余金

6．剰余金処分ルール

（1）内部留保の積立て

○当期剰余金（純利益）の5%相当額を、準備金として積み立てる。〈日本銀行法

53条1項〉
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2 自己資本比率の計算式は次のとおり。
自己資本比率＝{資本金＋法定準備金＋特別準備金＋貸倒引当金（特定貸倒引当金を除く）

＋債券取引損失引当金＋外国為替等取引損失引当金}
／日本銀行券の期中平均発行残高

3 戦後の金融機関再建整備促進のため、大蔵大臣命令により他の金融機関とともに昭和20年上期から昭和24
年上期までの間支払停止した配当金の相当額を「日本銀行法の一部を改正する等の法律」（昭和22年法律
第46号附則）の規定により積み立てた準備金をいう。



― 特に必要があると認めるときは、財務大臣の認可を受けて、5%を超えて準

備金を積み立てることができる。〈日本銀行法53条2項〉

○準備金は、日本銀行において生じた損失の補Aまたは出資者に対する配当に充

てる場合を除いて取り崩すことができない。〈日本銀行法53条3項〉

（2）出資者への配当、国庫納付

○当期剰余金から、財務大臣の認可を受けて、年5%を上限に、出資者に対して配

当することができる。〈日本銀行法53条4項〉

○当期剰余金から準備金積立額および出資者への配当金を控除した残額を、国庫

に納付する。〈日本銀行法53条5項〉

7．その他の財務情報の開示

○上記のほか、次のような財務情報を開示している。

【資産・負債項目】

・運用資産（円貨資産〈長期国債、短期国債、買入手形等〉、外貨資産）の平残

および利回りの推移

・貸出金および貸倒引当金の内訳別残高の推移

・国債、株式および資産担保証券の簿価、時価および評価損益

・自己資本（引当金勘定、資本勘定）残高および自己資本比率の推移

【損益項目】

・長期国債関係損益（売却損益、償還損益、償却）の推移

・外国為替関係損益（売買損益、為替換算差損益）の推移

・株式運用損益（配当金、減損、売却損益）の推移

・経常収入（円貨資産〈長期国債、短期国債、買入手形等〉、外貨資産）の推移

・業務分野（発券関係業務、金融政策関係業務、金融システム関係業務、決済シ

ステム関係業務および国庫・国債・その他政府関係業務）別経費

Ⅱ．ニューヨーク連邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）

1．会計準則

○連邦準備制度理事会が、中央銀行の特性から適当と考えられる会計準則

（Financial Accounting Manual for Federal Reserve Banks）を定めており、連邦準備

銀行は、当該会計準則に従った会計方針・慣行を採用し、適用している。

― ①すべての有価証券について償却原価法を採用していること、②キャッシュ・

フロー計算書を作成していないこと等を除き、連邦準備制度理事会の会計準則

と米国GAAP4との間には、大きな違いはないとされる。
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4 一般に認められた会計原則（generally accepted accounting principles：GAAP）。



2．公表している財務諸表等

○公表している財務諸表等は次のとおり。

・貸借対照表（statements of condition）

・損益計算書（statements of income）

― 剰余金処分に関する情報が含まれている。

・資本勘定変動表（statements of changes in capital）

○連邦準備銀行の資産の流動性やキャッシュ・ポジションは財務諸表の利用者の

主たる関心事項ではないことを理由に、キャッシュ・フロー計算書は作成して

いない。

3．金融資産

○米国国債、政府機関債および外貨建投資（U.S. government and federal agency

securities and investments denominated in foreign currencies）：

償却原価法により評価する。

4．引当金

○貸倒引当金は、貸出金が回収不能とみなされる場合に積み立てる。

― 現在（2003年12月末）、貸出金は全額回収可能とみなされ、担保により保全

されているとして、貸倒引当金の積立ては行われていない。

5．資本

（1）資本制度

○資本金は20億米ドル（2003年12月末現在）。連邦準備制度加盟銀行（すべての国

法銀行および制度加盟州法銀行。以下「加盟銀行」）が出資者となる。

○加盟銀行は、各自の払込資本金（paid-up capital stock）および準備金（surplus）

の合計額の6%相当額を、連邦準備銀行の資本金として払い込む。〈連邦準備法2

条3項、5条1項、9条1項〉

― 加盟銀行の資本金および準備金の額が変動した場合には、それに合わせて、

当該加盟銀行の割当資本金額も変動する。

― 実際に払込みを要するのは割当資本金額の半額のみであり、残額については

連邦準備銀行の請求に応じて払込みの義務を負うにとどまる。

（2）資本項目の構成

・資本金（capital paid-in）

・準備金（surplus）

6．剰余金処分ルール

（1）内部留保の積立て

○連邦準備銀行は、当期剰余金から、払込済資本金と等しい額になるまで、準備
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金（surplus）を積み立てる。

（2）出資者への配当、国庫納付

○連邦準備銀行は、当期剰余金から、出資者である加盟銀行に対して、各加盟銀

行の払込済資本金額の6%相当額を、配当として支払う。〈連邦準備法7条（a）（1）〉

○連邦準備銀行は、当期剰余金から準備金の積立額および出資者への配当金を控

除した残額を、国庫に納付する。

7．その他の財務情報の開示

○上記のほか、次のような財務情報を開示している。

【資産・負債項目】

・米国国債、買現先勘定および売現先勘定の残存期間別残高

・外貨建投資の通貨（ユーロ、日本円）・保有形態（預金、国債）別残高および

残存期間別残高

Ⅲ．イングランド銀行（Bank of England）

1．会計準則

【発行部】5

○ 1928年通貨・銀行券法および1968年国家貸付法の規定に従う。

【銀行部】

○銀行に関する会社法の規定に従い、原則として英国の会計基準および英国銀行

協会により推奨される会計慣行に拠るが、中央銀行業務の観点から適当と考え

られる限度において、独自の取扱いを行う。

2．公表している財務諸表等

○公表している財務諸表等は次のとおり。

【発行部】

・貸借対照表（statement of balances）

・損益計算書（account for the period）

【銀行部】

・貸借対照表（balance sheet）

・損益計算書（profit and loss account）

― 剰余金処分に関する情報が含まれている。

・キャッシュ・フロー計算書（cash flow statement）

― 企業会計基準に基づいて作成。ただし、同基準に基づくキャッシュの定義
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5 イングランド銀行は、会計処理上、銀行券発行業務を行う発行部（Issue Department）と、それ以外の中央
銀行業務を行う銀行部（Banking Department）とに区分される。〈1844年銀行条例1条〉



はイングランド銀行にとって妥当しない面があるとして、短期金融市場向け

貸出金、政府短期証券への投資等を含む流動性ポジションを併せて開示して

いる。

・総認識利得損失計算書（statement of total recognised gains and losses）

―　実現損益と未実現損益の合計額を表示する。

3．金融資産

【発行部】

○有価証券（securities）：時価評価のうえ、評価益の場合には当期の収益に計上し、

評価損の場合には国庫（National Loans Fund）から補填を受ける。

【銀行部】

○ポンド建債券（sterling debt securities）：償却原価法により評価する。

○外貨建証券（non-sterling securities）中、

①投資証券（investment securities）に区分される場合：

償却原価法により評価する。なお、為替差益は、貸借対照表上の再評価勘定

に計上し、為替差損は当期損失に計上する。

②売買目的（available for active management）に区分される場合：

時価評価のうえ、評価損益（為替差損益を含む）は当期損益に計上する。

4．引当金

【発行部】

なし

【銀行部】

○退職後給付引当金（provisions for post-retirement benefits）（貸借対照表上は、そ

の他債務（all other liabilities）に含まれ、注記において内訳開示）6。

○貸倒引当金（provisions for bad and doubtful debts）

― 貸出ポートフォリオや先行きの経済動向に内在するリスクを担保する一般貸

倒引当金（general provisions）と、貸出の回収が非常に懸念される特定の債権

について貸出金額と担保保全等による回収可能部分との差額を計上する特定貸

倒引当金（specific provisions）がある。

― 最後の貸し手（lender of last resort）機能の円滑な実施のため、特別融資実施

の事実は危機状態を脱するまで開示しない、貸出金、貸倒引当金その他の財務

諸表の構成要素に関する詳細な開示が制限される、といったディスクロージャ

ー上の制約があるとされる。
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6 その他、職員を解雇するに当たって追加的な年金給付を与える場合に積み立てる解雇引当金（redundancy

provisions）がある。



5．資本

（1）資本制度

【発行部】

なし

【銀行部】

○資本金は1,455万ポンド（2004年2月末現在）。国が全額保有する7。〈1946年イン

グランド銀行法1条1項〉

（2）資本項目の構成

【発行部】

なし

【銀行部】

・資本金（capital）

・再評価勘定（revaluation reserves）

―　不動産にかかる評価差益および為替差益8を計上する。

・累積剰余金（profit and loss account）

6．剰余金処分ルール

（1）内部留保の積立て

【発券部】

なし

【銀行部】

○銀行部の当期剰余金のうち、国庫納付金および租税を控除した残額を内部留保

する。

（2）出資者への配当、国庫納付

【発行部】

○当期剰余金はすべて国庫（National Loans Fund）に納付される。〈1928年通貨お

よび銀行券法6条〉

【銀行部】

○前年度剰余金の25%またはその都度イングランド銀行と財務省が合意する金額

を、国庫に納付する。〈1946年イングランド銀行法1条4項、1998年イングランド

銀行法8条1項〉

7．その他の財務情報の開示（銀行部）

○上記のほか、次のような財務情報を開示している。
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7 当初は株式会社として設立されたが、1946年に国有化された。
8 投資証券に区分される外貨建証券にかかる為替差益に限る。



【資産・負債項目】

・金融資産、金融負債およびデリバティブズの簿価・時価情報

・デリバティブズの残存期間別想定元本額（notional principal amounts）、再調達

費用（replacement cost）

・ヘッジ商品（為替スワップ、金利スワップ等）の未認識損益（unrecognised

gains and losses）

・銀行、短期金融市場等向け貸出金の残存期間別残高

・リスク管理情報

―　リスク管理政策

― 金利リスク情報（全資産・負債およびオフバランス項目の種類・残存期間

別残高）

― 為替リスク情報（外貨建資産・負債およびオフバランス項目の種類・通貨

別残高）

―　市場リスク情報（能動的に管理されているポートフォリオに関するVaR値）

Ⅳ．欧州中央銀行（European Central Bank）

1．会計準則

○欧州中央銀行が、欧州中央銀行およびユーロ導入国中央銀行の会計に関する準

則（guideline of the European Central Bank of 5 December 2002 on the legal

framework for accounting and financial reporting in the European System of Central

Banks）を定めている。〈欧州中央銀行制度および欧州中央銀行に関する定款

（Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank）

26条〉

― 原則として国際的に認められた会計慣行（internationally accepted accounting

practice）に従うが、中央銀行業務の特性から適切と考えられる場合には、独

自の取扱いを行う。

2．公表している財務諸表等

○公表している財務諸表等は次のとおり。

・貸借対照表（balance sheet）

・損益計算書（profit and loss account）

・ユーロシステム（欧州中央銀行およびユーロ導入国中央銀行）の連結貸借対照

表（consolidated balance sheet of the Eurosystem）

― 注記において剰余金処分に関する情報が開示されている。

○欧州中央銀行の中央銀行としての役割を考慮すると、キャッシュ・フロー計算

書は財務諸表の利用者に対して追加的に有用な情報を提供しないとして、キャッ

シュ・フロー計算書は公表していない。
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3．金融資産

○金（gold）、外貨資産（on-balance sheet and off-balance sheet assets denominated in

foreign currency）および市場性有価証券その他の金融資産（marketable securities

and similar assets）：

時価評価のうえ、評価差益は、貸借対照表上の再評価勘定に直接計上する。一

方、評価差損は、まず再評価勘定の取崩しにより処理し、それを超過する場合

には、当期損失に計上する。

― 欧州中央銀行が負う為替リスクをより保守的に経理する観点から、①評価

損益について一般の資本全部直入法9とは異なる会計処理を行っているほか、

②異なる資産間での評価損益の通算を行っていない10。

4．引当金

○貸借対照表上は、引当金（provisions）として一括計上され、注記において次の

科目が内訳として開示されている。

・外国為替等引当金（provisions for exchange and price risks）

― 欧州中央銀行が負う為替リスク・金利リスクへの備えとして積立て（2000

年以降）。その金額および継続要件は、将来の為替リスク・金利リスクのエ

クスポージャーに関する欧州中央銀行の評価に基づいて、毎年見直される。

・年金引当金（provisions relating to pensions）

・物品等支出引当金（provisions relating to expenditure on goods and services）

・原状回復引当金（provision against the contractual obligation of the ECB to restore

its current premise to their original condition）11

5．資本

（1）資本制度12

○割当資本（subscribed capital）は55.65億ユーロ。うち払込済資本（paid-up capital）

は40.89億ユーロ（2004年5月現在）。EU加盟国中央銀行が出資者となる。

○ EU加盟国中央銀行は、人口およびGDPに基づいて算出される各国の資本割当比

率（capital key）に基づいて出資を行う。〈欧州中央銀行制度および欧州中央銀

行に関する定款29条〉
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9  売却可能金融資産の時価評価において生じた評価損益（評価差益および評価差損の双方）を、資本の部
に直接計上する方法。

10  評価差損の再評価勘定との相殺は、証券については同一銘柄、外国為替については同一通貨のみを対象
とする。

11  欧州中央銀行が現在所在している仮敷地を引き払う際に生じる原状回復義務にかかる引当金をいう。
12  2004年5月のEU拡大に際して、次の2点が変更された。
①新規EU加盟国中央銀行が欧州中央銀行制度に参加する場合には、欧州中央銀行の割当資本額が自動的
に増加することとされた。〈欧州中央銀行制度および欧州中央銀行に関する定款49条3項〉

②非ユーロ導入国中央銀行の必要払込額が、当初の割当資本の5%相当額から7%相当額に引き上げられ
た。



― 割当資本は、当初50億ユーロ。2000年に、割当資本の上限額が100億ユーロに

引き上げられた。〈欧州中央銀行制度および欧州中央銀行に関する定款28条（1）〉

― ユーロ導入国中央銀行は、割当資本全額の払込みを行う必要がある。一方、

非ユーロ導入国中央銀行は、割当資本の7%相当額についてのみ払込義務を負

う。

（2）資本項目の構成

・資本金（capital）

・準備金（reserves）

・再評価勘定（revaluation accounts）

― 金、外貨資産および市場性有価証券等の時価評価に伴う評価益を計上。

・当期剰余金（profit for the year）

6．剰余金処分ルール

（1）内部留保の積立て

○当期剰余金の20%を上限に、資本金の額と等しくなるまで、準備金勘定に積み

立てる。〈欧州中央銀行制度および欧州中央銀行に関する定款33条1項（a）〉

― 欧州中央銀行に純損失が発生した場合、一般準備金勘定の取崩しによって処

理し、さらに必要なときは、政策理事会（Governing Council）の決定によって、

当期のユーロ導入国中央銀行の通貨収入（monetary income）をもって相殺する13。

〈欧州中央銀行制度および欧州中央銀行に関する定款33条2項〉

（2）出資者への配当、国庫納付

○当期剰余金から準備金の積立額を控除した残額を、各国の出資割合に応じて、

出資者であるユーロ導入国中央銀行に分配する14。

○ユーロ導入国中央銀行に分配された資金の国庫納付の方法は、各国の法令の規

定に従う。

7．その他の財務情報の開示

○上記のほか、次のような財務情報を開示している。

【資産・負債項目】

・外貨建資産の保有形態別（当座預金、証券等）残高
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13  ユーロの通貨収入（通貨発行益）は、いったん合算されたうえ、欧州中央銀行への出資割合に応じて、
ユーロ導入国中央銀行に分配される（欧州中央銀行の損益には反映されない）。ただし、ユーロ発行銀行
券の8%相当額については、欧州中央銀行発行分とみなされ、これに関する通貨収入は、いったん欧州中
央銀行の収益として計上されたうえ、欧州中央銀行に純利益がある場合に、各国中央銀行に分配される。

14  非ユーロ導入国中央銀行は、分配の対象外。一方、欧州中央銀行に純損失が発生した場合のロス・シェ
アリングの対象ともならない。



・再評価勘定（revaluation accounts）の資産（金、外貨資産および有価証券）別

残高

【損益項目】

・外貨準備からの利子収入の保有形態（当座預金、証券等）別内訳

・財務活動からの実現損益の要因（証券価格変動または為替変動）別内訳

・金融資産の評価減の要因（証券価格下落または為替差損）別内訳

【その他】

・EU加盟各国中央銀行の割当資本額および払込済資本額

Ⅴ．ブンデスバンク（Deutsche Bundesbank）

1．会計準則

○欧州中央銀行の会計準則を、ブンデスバンクの会計準則として採用している。

〈ブンデスバンク法26条2項〉

2．公表している財務諸表等

○公表している財務諸表等は次のとおり。

・貸借対照表（balance sheet）

― 注記において剰余金処分に関する情報が開示されている。

・損益計算書（profit and loss account）

○キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

3．金融資産

○金（gold）、外貨資産（foreign currency instruments）および有価証券その他の金

融資産（securities and financial instruments）：

時価評価のうえ、評価差益は、貸借対照表上の再評価勘定に直接計上する。一

方、評価差損は、まず再評価勘定の取崩しにより処理し、それを超過する場合

には、当期損失に計上する15。

4．引当金

○貸借対照表上は、引当金（provisions）として一括計上され、注記において次の

科目が内訳として開示されている。

・一般引当金（provision for general risks）

― ブンデスバンクが負う為替リスクへの備えとして積立て。

・年金引当金（provision for pension commitments）
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15 評価損の再評価勘定との相殺は、証券については同一銘柄、外国為替については同一通貨のみを対象と
する。



・非常勤勤務引当金（provision for pre-retirement part-time work）

・リストラクチャリング引当金（provision for staff restructuring schemes）

・その他引当金（provision for others）

5．資本

（1）資本制度

○資本金は25億ユーロ。国が全額保有する。〈ブンデスバンク法2条〉

（2）資本項目の構成

・資本金（capital）

・法定準備金（statutory reserves）

・再評価勘定（revaluation accounts）

―　金、外貨資産および市場性有価証券等の時価評価に伴う評価益を計上。

・当期剰余金（profit for the year）

6．剰余金処分ルール

（1）内部留保の積立て

○当期剰余金の20%（2.5億ユーロを下限とする）を、25億ユーロ（資本金と同額）

に達するまで、準備金勘定に積み立てる。〈ブンデスバンク法27条1項〉

○法定準備金は、資産の減価または損失の補填のためにのみ使用することができ

る。〈ブンデスバンク法27条1項〉

（2）出資者への配当、国庫納付

○当期剰余金から準備金の積立額を控除した残額を、国庫に納付する。〈ブンデス

バンク法27条2項〉

7．その他の財務情報の開示

○上記のほか、次のような財務情報を開示している。

【資産・負債項目】

・外貨建資産の保有形態（当座預金、証券等）別残高

―　外貨資産全体の通貨別構成比率を併せて開示。

・再評価勘定（revaluation accounts）の資産（金、外貨資産および有価証券）別

残高

【損益項目】

・利子収入・支出の通貨（ユーロ建、外貨建）別・保有形態別（当座預金、証券

等）内訳

・手数料収入・支出の内訳
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Ⅵ．ニュージーランド準備銀行（Reserve Bank of New Zealand）

1．会計準則

○ニュージーランドGAAPに従う。

2．公表している財務諸表等

○公表している財務諸表等は次のとおり。

・貸借対照表（statement of financial position）

―　注記において剰余金処分に関する情報が開示されている。

・損益計算書（statement of financial performance）

・持分変動計算書（statement of movements in equity）

・キャッシュ・フロー計算書（statement of cash flows）

― キャッシュを「2営業日以内に換金可能な金融資産であって、日々の資金

管理に用いられているもの」と定義している。

・サービス・コスト計算書（statement of cost of services）

― 機能（金融政策の企画、市場操作、金融システム監督、発券業務等）ごと

に、収益、費用および純損益の実績値ならびに実績値と予算との対応関係を

表示する。

3．金融資産

○外貨建市場性有価証券（foreign currency marketable securities）：

時価評価のうえ、評価損益は当期損益に計上する。

○ニュージーランド国債（investment portfolio－New Zealand government securities）：

償却原価法により評価する。

4．引当金

○国庫納付金勘定（provision for transfer of surplus to government）

―　当期の国庫納付金を実際の納付日まで仮置きする勘定。

○リストラクチャリング引当金（provision for restructuring）（貸借対照表上は、雑

債務〈miscellaneous liabilities〉に含まれ、注記において内訳開示）。

5．資本

（1）資本制度

○国有。資本金は有していない。

（2）資本項目の構成

○貸借対照表上は、資本勘定（equity）として一括計上され、注記において内訳開示。

・不動産再評価勘定（properties revaluation reserve）

―　不動産にかかる評価益を計上する。
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・美術品等再評価勘定（currency and artwork collections and archives revaluation

reserve）

―　美術品等にかかる評価益を計上する。

・内部留保積立金（retained earnings）

― 2004年7月1日、為替介入に関するニュージーランド準備銀行の権限拡大に

伴い、政府から10億ニュージーランド・ドルの資金供給（additional capital）

を受けている（当該資金は、資本勘定に計上のうえ、ニュージーランド国債

に投資）。

6．剰余金処分ルール

（1）内部留保の積立て

○収益のうち操業コストの支払いに充てることのできる金額（想定コスト）は、

ニュージーランド準備銀行と政府（財務省）との資金協定（funding agreement）

（期間5年）により定められる。〈ニュージーランド準備銀行法159～160条〉

実際の支出が想定コストを下回る場合には、余剰額を内部留保として資本勘

定に積み立てることができる。一方、実際の支出が想定コストを超過した場合

には、過去の内部留保を取り崩して当該超過額をカバーすることとなる。〈ニュー

ジーランド準備銀行法162条1項、2項〉

（2）出資者への配当、国庫納付

○粗利益から資金協定により定められる想定コスト等を控除した金額（想定剰余

金）中から、財務大臣が決定した金額を、国庫に納付する。財務大臣は、当該

決定において、ニュージーランド準備銀行の必要資本、同銀行の意見等を考慮

する。〈ニュージーランド準備銀行法158条、162条3項、4項〉

7．その他の財務情報の開示

○上記のほか、次のような財務情報を開示している。

【資産・負債項目】

・デリバティブ商品（金利先物、金利スワップおよび為替先渡）の簿価および想

定元本

・無担保負債の残存期間別残高・平均利子率

・調達資金の集中度（全負債の通貨〈自国通貨建・外貨建〉・調達手段〈預金、

借入、売現先等〉別残高）

・リスク管理情報

―　リスク管理政策

― 信用リスク情報（対象先〈自国政府、外国政府、外国銀行等〉別信用供与

残高、金融資産の通貨〈自国通貨建・外貨建〉・種類〈市場性有価証券、買

現先等〉・信用格付別残高）
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― 金利リスク情報（金融資産・負債の通貨〈自国通貨建・外貨建〉・種類

〈市場性有価証券、現先、借入等〉・残存期間別残高および平均利子率）16

― 為替リスク情報（外貨建金融資産・負債の通貨〈米ドル、ユーロ、その

他〉・種類〈市場性有価証券、現先、借入等〉別残高）

― 市場リスク情報（外貨建資産の金利リスクおよび為替リスク〈金融政策目

的から生じる為替リスクを除く〉から生じる損失許容額および当該リスクに

対するVaR限度額・実績値）

【損益項目】

・金融資産・負債からの利子収入・支出の内訳

・金融資産・負債の価格変動に伴う実現損益または未実現損益

・外国為替再評価に伴う純損益

Ⅶ．カナダ銀行（Bank of Canada）

1．会計準則

○カナダGAAPに従う。

2．公表している財務諸表等

○公表している財務諸表等は次のとおり。

・貸借対照表（balance sheet）

・損益計算書（statement of revenue and expense）

― 剰余金処分に関する情報が含まれている。

○カナダ銀行の資産の流動性およびキャッシュ・ポジションは財務諸表の利用者

の主要な関心事項ではないことを理由に、キャッシュ・フロー計算書を作成し

ていない。

3．金融資産

○カナダ国債その他の投資勘定（investments）：償却原価法により評価する。

4．引当金

○リストラクチャリング引当金（restructuring provisions）（貸借対照表上は、その

他債務〈all other liabilities〉に含まれ、注記において内訳開示）。
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5．資本

（1）資本制度

○資本金は、500万加ドル。国が全額保有する。〈カナダ銀行法17条2項〉

― 取締役会（Board of Directors）の決議に従い、総督（Governor in Council）お

よび議会（Parliament）の承認を得て、随時増額することができる。〈カナダ銀

行法17条1項〉

（2）資本項目の構成

・資本金（share capital）

・法定準備金（statutory reserve）

6．剰余金処分ルール

（1）内部留保の積立て

○資本金の5倍に相当する額まで法定準備金を積み立てる。〈カナダ銀行法27条〉

○法定準備金は、1955年に法定上限額（2,500万加ドル）に到達し、現在に至るま

で、同金額を保持している。

（2）出資者への配当、国庫納付

○今日では、法定準備金を上限まで保有しているため、当期剰余金をすべて国庫

納付している。

7．その他の財務情報の開示

○上記のほか、次のような財務情報を開示している。

【資産・負債項目】

・保有有価証券の残存期間別の償却後原価、時価および平均利回り

【損益項目】

・業務分野（金融政策、発券、金融システム、資金管理および国債）別費用
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（参考資料2）主要中央銀行の経理制度（比較表）
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資本�

�

日本銀行�
ニューヨーク連邦�

準備銀行�
イングランド銀行� 欧州中央銀行� ブンデスバンク�

ニュージーランド�
準備銀行�

カナダ銀行�

・資本金�
・法定準備金�
・特別準備金�
・当期剰余金�

○当期剰余金（純利
益）の5％を準備金
に積立て�

　－特に必要がある
　　と認めるときは、
　　財務大臣の認可
　　を受けて、5％超
　　 を積立て可能�

○資本金1億円（政
　府からの出資額が
　5,500万円を下回っ
　てはならない）�

○連邦準備制度加盟
　銀行が出資者とな
　り、各自の払込資
　本金および準備金
　の合計額の6％相当
　額を出資�

○5%を上限に配当�
（財務大臣の認可必
　要）�

○当期剰余金から準
　備金・配当金を控
　除した残額を国庫
　納付�

・資本金�
・準備金�
�

【発行部】�
○なし�
　（国庫の一部）�
【銀行部】�
○国有�

○EU加盟国中央銀行
　が出資者となり、
　資本割当比率に基
　づいて出資�
�

○資本金25億ユーロ
　（国有）�
�
�
�

○国有であり、資本
　金を有していない�
�
�
�

○資本金500万加ド
　ル（国有）�
�
�
�

 【発行部】�
　なし�
 【銀行部】�
・資本金�
・再評価勘定�
・累積剰余金�

・資本金�
・準備金�
・再評価勘定�
・当期剰余金�

・資本金�
・法定準備金�
・再評価勘定�
・当期剰余金�

・不動産再評価勘定�
・美術品等再評価勘定�
・内部留保積立金�
 　－2004年7月、為替
　　介入に関する権限
　　拡大に伴い、政府
　 から10億ニュー
　　ジーランドドルの
　　資金供給（additional�
　　capital）を受けてい
　　る。�

・資本金�
・法定準備金�

○払込済資本金と同
　額に達するまで、
　準備金に積立て�
　�

【発行部】�
○なし�
【銀行部】�
○当期剰余金から国
　庫納付金および租
　税を控除した残額
　を内部留保�
　�

○当期剰余金の20％
　を上限に、資本金
　と同額に達するま
　で、準備金に積立
　て�
　�

○当期剰余金の20％
　（2.5億ユーロが下
　限）を、資本金と同
　額に達するまで、
　準備金に積立て�
　�

○実際の支出が財務
　省との資金協定に
　より定められる金
　額を下回る場合に
　は、余剰額を内部
　留保。一方、超過
　する場合には、過
　去の内部留保の取
　崩しにより処理�
　�

○資本金の5倍に達す
　るまで、準備金に
　積立て（1955年に
　上限額まで積立て
　済み。以後同金額
　を保持）�
　�

○出資者である連邦
　準備制度加盟銀行
　に対して、おのお
　のの払込済資本金
　の6％を配当�

―�
（国有）�
　�

○当期剰余金から準
　備金を控除した残
　額を、出資者であ
　るユーロ導入国中
　央銀行に分配�

―�
（資本金なし）�

　�

○1955年以降、当期
　剰余金を全額国庫
　納付�

○財務省との資金協
　定により定められ
　る金額を国庫納付

○当期剰余金から準
　備金を控除した残
　額を国庫納付�

○分配された資金�
　は、各国中央銀行
　が当該国の法令に
　従って国庫納付�
　�

【発行部】�
○利益全額を国庫納
付�

【銀行部】�
○前年度剰余金の
　25%またはその都
　度イングランド銀
　行と財務省が合意
　する金額を国庫納
　付�

○当期剰余金から準
　備金・配当金を控
　除した残額を国庫
　納付�

�
―�

（国有）�
　�

―�
（国有）�
　�

資本制度�

資本項目�
の構成�

内部留保�
の積立て�

出資者へ�
の配当等�

国庫納付�

剰余金�
処分�
ルール�

（参考資料2）（続き）
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